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はじめに

国民の価値観が多様化する中で、都市住民を中心に「ゆとり」や

「やすらぎ」を求める傾向が強まっており、健康志向、環境意識の

高まり、団塊世代の大量リタイアが始まることなどから、シニア世

代や若年層を中心として、新しいライフスタイルへの関心や期待が

高まっている状況にあります。

政府におきましては、このような状況を踏まえ、都市と農山漁村

の間で「人・もの・情報」の行き来を活発にすることにより、人々

が都市と農山漁村を双方向で行き交う新たなライフスタイルを実現

することを目指し 「都市と農山漁村の共生・対流」を推進してい、

るところです。

具体的には 「都市と農山漁村の共生・対流」の推進について、、

① 平成１４年度から関係各省の副大臣によるプロジェクトチーム

を設置して、政府の取組方策等について検討するとともに、

② 平成１６年度からは「経済財政運営と構造改革に関する基本方

針２００３」に基づく「政策群」に位置付け、各省横断的に規制

改革等と予算措置を組み合わせることにより政策の実効性・効率

性を高める

等の取組を行っています。

このような中で、共生・対流の一層の推進には、それぞれの地域

において、各々の特性を活かした施策の選択や関連施策の効果的な

組み合わせ等が図られ、創意工夫にあふれた具体の取組が地域で円

滑に進んでいくことが重要です。

、 、 「 」このため 本資料は このような 都市と農山漁村の共生・対流

の推進に関連する関係７省（総務省、文部科学省、厚生労働省、農

林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）が協力して、関連す

る２０年度の施策を１冊に取りまとめたものです。

本資料が、今後の各般の取組に当たって、広く関係者の皆様に御

活用頂ければ幸いです。

平成２０年６月

都市と農山漁村共生・対流関係省連絡協議会
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農－ １ 農山漁村活性化プロジェクト支援
交付金

18 30,545,509千円
の内数

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

農－ ２
農山漁村
ふ　　る　　さ　　と

地域力発掘支援モデル事

業
19 1,110,457千円 ● ● ● ● ● ● ● ●

農－ ３
賑わいある美しい農山漁村づくり
推進事業

20 68,330千円

農－ ４ 広域連携共生・対流等対策交付金 21 973,000千円 ● ● ● ● ● ●

農－ ５
農村コミュニティ再生・活性化支
援事業

23 142,801千円 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

農－ ６
人づくりによる農村活性化支援事
業

24 11,497千円

農－ ７ 農村振興総合整備事業 25 6,148,000千円 ○ ○ ○ ○

農－ ８ 村づくり交付金 26 29,560,000千円 ○ ○ ○ ○

農－ ９ 田園空間整備事業 27 957,735千円 ○ ○ ○ ○ ○

農－ 10 景観・自然環境保全形成支援事業 28
183,300千円

の内数
● ●

農－ 11 地域用水環境整備事業 29 2,212,000千円 ○ ○ ○ ○ ○ ○

農－ 12 中山間地域総合整備事業 30 33,014,000千円 ○ ○ ○ ○

農－ 13 強い農業づくり交付金 31
34,066,950千円

の内数

農－ 14 農業再チャレンジ支援事業 32 585,617千円 ● ●

農－ 15 地産地消モデルタウン事業 33 321百万円 ● ● ● ●

農－ 16
強い農業づくり交付金          
（地産地消特別枠）

34 500百万円 ◎

農－ 17 地産地消推進活動支援事業 35 13百万円

項目別事業一覧

事
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予算額事　　　業　　　名

既存ストックの活用等による交流の推進

事
業
符
号

地域（まち）づくり
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林－ １
森林・林業・木材産業づくり交付
金

36
9,691,997千円

の内数
◎ ◎ ◎ ◎ ●

林－ ２
地域活動支援による国民参加の緑
づくり活動推進事業

37 168,068千円 ●

林－ ３
森林環境教育活動の条件整備促進
対策事業

38 30,066千円 ● ● ●

林－ ４ 山村再生総合対策事業 39
300,000千円

の内数
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

林－ ５ 林業後継者活動支援事業 40
90,539千円
の内数

● ●

林－ ６ 絆の森整備事業 41 201,791千円 ○

林－ ７ 森林空間総合整備事業 42 83,000千円 ○ ○ ○

林－ ８ 里山林再生総合対策 43
22,811,874千円

の内数
○

○
●

○
●

○
○
●

○ ○

林－ ９ 里山エリア再生交付金 44 9,900,000千円 ○ ○ ○ ○ ○ ○

水－ １ 漁村再生交付金 45 7,746,000千円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水－ ２ 漁港環境整備事業 46 749,000千円 ○ ○ ○

水－ ３ いきいき・海の子・浜づくり 47 17,000千円 ○

水－ ４ 漁業集落環境整備事業 48 6,085,000千円 ○ ○ ○

水－ ５ 漁村地域力向上事業 49 102,500千円
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総－ １ 地域間交流施設整備事業 50 305,892千円 ◎ ○ ◎ ○

総-２-①

情報通信格差是正事業
（民放テレビ放送難視聴等解消施
設整備事業）

51 31百万円

総-２-②

情報通信格差是正事業
（地域イントラネット基盤施設整
備事業）

52 3,365百万円

総－ ３ 地域情報通信基盤整備推進交付金 53 6,200百万円

総-４-①
無線システム普及支援事業
（携帯電話等エリア整備事業）

54
5,880百万円

総-４-②

無線システム普及支援事業
（地上デジタル放送への完全移行
のための送受信環境整備事業）

55 5,190百万円

総－ ５
電気通信基盤充実臨時措置法に基
づく利子助成

56

独立行政法人情
報通信研究機関
（NICT）から利
子助成金を交付

総－ ６ 地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業 57 1,800百万円

総-７-①
過疎地域集落等整備事業費補助金
のうち過疎地域集落再編整備事業

58 190,703千円 ○ ○

総-７-②

過疎地域集落再編整備事業補助金
のうち過疎地域等自立活性化推進
事業

59 55,125千円 ● ● ●

文－ １ 豊かな体験活動推進事業 60 1,012,078千円 ● ●

文－ ２

青少年体験活動総合プラン（平成
19年度までの省庁連携体験活動
ネットワーク推進プロジェクトと
青少年の意欲向上・自立支援事業
を統合）

61 264,353千円 ● ● ●

文－ ３ ふるさと文化再興事業 62 501,658千円 ●

文－ ４ 伝統文化こども教室事業 63 1,994,468千円 ●

文－ ５ 重要文化的景観保護推進事業 64 80,000千円 ●
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厚－ １ 長期休暇の普及促進 65 554,611千円

厚－ ２ ワークシェアリングの推進 66 39,498千円

厚－ ３ リウマチ・アレルギー対策 67 1,259,706千円

厚－ ４ 農林業等就職促進支援事業 68 36,709千円

厚－ ５ 地域雇用創造推進事業 69 4,585,040千円

厚－ ６ 地域雇用開発助成金等 70 5,600,055千円

厚－ ７ 地方就職等支援事業 71 105,954千円

厚－ ８ 林業雇用改善推進事業 72 109,121千円

厚－ ９ 林業就業支援事業 73 332,764千円

経－ １ 電力生産地・消費地交流事業 74 90,000千円

経－ ２ 中小商業活力向上事業 76 2,971,500千円 ● ◎ ◎

経－ ３
伝統的工芸ふるさと体験・交流事
業

77
826,884千円

の内数

経－ ４
児童・生徒に対する伝統的工芸品
教育事業

78
826,884千円

の内数

経－ ５
小規模事業者新事業全国展開支援
事業

79 2,463,444千円

経－ ６
地域資源活用売れる商品づくり支
援事業

80 4,700,000千円

経－ ７
地域新事業創出発展基盤促進事業
（コミュニティビジネス）

81 568,330千円 ●

経－ ８
広域・総合観光集客サービス支援
事業

82 376,974千円

経－ ９ 地域産品ＩＴ販路開拓支援事業 83
2,300,000千円の

内数

経－ 10 ＩＴ経営応援隊事業 84
830,644千円

　　　　の内数

経－ 11 地域企業立地促進等補助事業 85 3,045,570千円
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国－ １ 集落活性化推進事業 86 　　400百万円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

国－ ２ 離島地域人材育成等支援事業 87 　　　6百万円

国－ ３
「離島の総合交流推進」支援事業
（アイランダー）

88 17百万円

国－ ４
離島におけるＵＪＩターン支援モ
デル調査

89 19百万円

国－ ５
離島と都市の共生・対流に関する
調査

90 4百万円

国－ ６ UJIターン支援プロジェクト 91
　　444百万円

の内数

国－ ７ 地域振興アドバイザーの派遣 92
　　89百万円

の内数
●

国－ ８ 地域防災ネットワーク等の推進 93

治山治水等
863,135百万円の

内数
道路整備費

2,768,860百万円
の内数

下水道事業
662,042百万円の

内数

国－ ９ 二地域居住等の推進 94 40百万円

国－ 10
水辺の交流拠点整備

～リバーツーリズムの推進、体験
活動の推進～

95
628,505百万円

の内数
○

○
●

○
●

○ ○

国－ 11 水源地域ビジョンの策定・推進 96
628,505百万円

の内数
● ○

○
●

○
●

● ○

国－ 12
歴史的価値を有する砂防設備の保
存・利活用による地域活性化の促
進

97
135,413百万円

の内数
○
●

○
●

○
●

○
●

○
●

○
●

国－ 13
海浜・干潟等の保全・再生・創出
（海域環境創造・自然再生事業）

98
227,950百万円

の内数
● ● ● ● ● ●

国－ 14
港湾における親水・交流拠点の整
備

99
227,950百万円

の内数
● ● ● ● ● ●

国－ 15 ボートパーク整備の推進 100
227,950百万円

の内数
●

○
●

● ○
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国－ 16 「道の駅」の整備 101
2,768,860百万円

の内数
●

国－ 17
交流ふれあいトンネル・橋梁整備
事業

102
2,768,860百万円

の内数
●

国－ 18 地域優良賃貸住宅 103
654,770百万円

の内数
○

国－ 19 優良田園住宅制度 104

654,770百万円
の内数（国交省）

6,148百万円
の内数（農水省）

○

国－ 20 フォレストタウンの整備 105

654,770百万円
の内数（国交省）

9,692百万円
の内数（林野庁）

○

国－21 超長期住宅推進環境整備事業 106 400百万円

国－ 22 地域再生を担う人づくり支援 107 　48百万円

国－ 23
地域における人材の受け入れ体制
の整備支援モデル調査

108 28百万円

国－ 24 観光ルネサンス事業 109 　　137百万円

国－ 25 観光圏整備事業 110 　　279百万円

国－ 26 地方の生活交通の確保 111 　7,350百万円

国－ 27
離島における生活航路の維持・改
善

112 4,095百万円
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
廃
校
等
既
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体
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い
の
場
、
ふ
れ
あ
い
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設
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型
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設
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史
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観
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・
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テ
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用
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等
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備
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空
間

事
業
概
要
編
　
頁

平成２０年度
予算額事　　　業　　　名

既存ストックの活用等による交流の推進

事
業
符
号

地域（まち）づくり

環－ １ 自然ふれあい体験学習等推進事業 113 4,608千円 ● ●

環－ ２ 自然公園等事業 114 11,401百万円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

環－ ３
自然公園等利用ふれあい推進事業
経費

115 4,540千円 ● ●

環－ ４
山岳環境等浄化・安全対策緊急事
業費補助

116 150,000千円 ● ● ●

環－ ５ エコツーリズム総合推進事業費 117 134,018千円 ● ● ● ● ●

環－ ６
「五感で学ぼう！」子ども自然体
験プロジェクト

118 26,367千円 ● ● ●

環－ ７
国立公園等民間活用特定自然環境
保全活動（グリーンワーカー）事
業

119 288,000千円 ●

環－ ８
自然再生事業関係費（自然公園等
事業費の一部）

120
11,401百万円

の内数
○

環－ ９
SATOYAMAイニシアティブ推進事業
費

121 125,784千円 ● ●

環－ 10 自然再生活動推進費 122 39,348千円 ●

環－ 11 浄化槽設置整備事業 123
133億円の一部、
858億円の内数の

一部

○
◎

環－ 12 浄化槽市町村整備推進事業 124
133億円の一部、
858億円の内数の

一部

○
◎
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◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ◎

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

○

○

● ● ● ● ● ●
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地
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携

教
　
育

ゆ
と
り
・
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暇
・
休
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福　祉地　域　活　性　化
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携
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● ● ● ● ●
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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● ●
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農－１
事 業 名 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

趣 旨 ・ 目 的 農山漁村地域において、居住者及び滞在者の増加といった観
点も踏まえ、農・林・水の縦割りなく、施設の整備等の各種取
組を総合的かつ機動的に支援する。

事 業 内 容
１．農林漁業の振興を図るための生産基盤及び施設の整備概

地域の創意工夫を活かしたきめの細かい生産基盤の整備や農林水産物

の集出荷施設、加工施設等の整備への支援要

２．生活環境施設の整備
良好な生活環境に必要な簡易な給水・排水施設や防災安全施設等の整

備への支援

３．地域間交流の拠点となる施設の整備
市民農園などの交流・ふれあいのための施設、都市住民を対象とした

農業等の技術取得のための研修施設等の整備への支援

４．その他施策の目標を達成するために必要な事業等

、 、 、 、 、実 施 主 体 都道府県 市町村 土地改良区 水産業協同組合 森林組合
農業協同組合、ＮＰＯ法人、農業者の組織する団体等

補 助 率 定額

平成２０年度 ３０，５４５，５０９千円の内数
予 算 額

要綱・要領等 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領

担 当 部 局 等 農林水産省大臣官房企画評価課農山漁村地域活性化支援室
TEL 03-3502-7134
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農－２

事 業 名

農山漁村地域力発掘支援モデル事業
ふ る さ と

趣 旨 ・ 目 的 地域住民や都市住民、ＮＰＯ、企業等の多様な主体を地域づ

くりの新たな担い手として捉え、これらの協働により、農山漁

村の持続的な発展の基礎である農山漁村生活空間の保全・活用

を図ることを通じ、持続可能で活力ある農山漁村を実現するモ

デル的な取組を支援する。

事 業 内 容 １．地域活動支援事業

概 （１）持続可能で活力ある農山漁村の実現に向け、テーマ、定

量的な目標等を定めたふるさとづくり計画を策定する。

要 （２）ふるさとづくり計画に基づく実践活動に取り組み、自ら

の活動の評価及び検証を行う。

２．地域活動推進事業

（１）民間団体において設置する第三者委員会において、地域

活動支援事業の採択や事業実施主体が策定する計画づくり

等に対する助言、事業実施主体が行う活動の評価及び検証

に係る結果についての評価及び検証を行う。

（２）地域活動支援事業の実施主体に対し、指導助言及びアド

バイザーの派遣を行う。

（３）事業実施主体が行う活動の評価及び検証に係る結果を取

りまとめ、これら活動を持続可能で活力ある農山漁村のモ

デルとして広く全国へ情報発信する。

実 施 主 体 １．地域協議会（地元 団体のほか市町村を構成員として含

む）

２．民間団体

補 助 率 定額

事業実施期間 平成２０年度～平成２４年度

平成２０年度 １，１１０，４５７千円

予 算 額

担 当 部 局 等 農林水産省農村振興局企画部農村政策課

TEL 03-3502-5946農村整備総合調整室
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農－３

事 業 名 賑わいある美しい農山漁村づくり推進事業

趣 旨 ・ 目 的 都市と農山漁村の共生・対流の国民的な運動の活発化並びに

全国ベース及び各地域ベースの企業との連携の強化等により、

自立的・持続的な活動の展開を促進し、運動の更なる展開とし

て、実際の人々の動きにつながる実効的な運動を目指す。

１ 共生・対流の効果的な推進方策の検討事 業 内 容

共生・対流を国民運動として展開していくために、共生概

・対流に賛同する各分野の有識者、民間企業、関係団体等

で構成する実行委員会を設置し、民間企業との間の連携強要

化等による自立的かつ持続的な活動を効率的、効果的に展

開するための推進方策の検討を行う。

２ 農山漁村における滞在・体験型旅行商品の開発及び販売

の促進

旅行事業者、交通事業者等で構成する旅行商品を開発す

るための研究会を設置し、農山漁村において農林漁家民宿

等に宿泊し、農業体験等の活動を行うことを内容とする旅

行商品の開発及び販売の促進を行う。

３ 共生・対流の活発化につながる効果的な情報発信

（１）共生・対流に資する活動を行う民間企業等と連携した

効果的な情報発信を行う。

（２）グリーン・ツーリズムの受入地域に係る情報等共生・

対流の推進に資する情報の収集、整備及び提供を行う。

４ 賑わいある美しい農山漁村づくりに資する取組に対する

表彰

（１）共生・対流の推進に関する優れた取組に対する表彰を

行う。

（２）美しいむらづくりに関する優れた取組に対する表彰を

行う。

（３）女性主体型の農村振興に関する優れた取組に対する表

彰を行う。

実 施 主 体 民間団体

補 助 率 定額

平成２０年度 ６８，３３０千円

予 算 額

要綱・要領等 賑わいある美しい農山漁村づくり推進事業実施要綱

賑わいある美しい農山漁村づくり推進事業実施要領

農林水産省農村振興局企画部農村政策課担 当 部 局 等

TEL03-3502-0030都市農業・地域交流室
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農－４

事 業 名 広域連携共生・対流等対策交付金

趣 旨 ・ 目 的 都道府県域を越えて都市と農村の多様な主体が参加して行う、共

生・対流の一層の推進に資する広域連携プロジェクトや、都道府県域

を越えた広域的な連携の取組を実現するために必要な施設の整

備等について支援し、農村の活性化等に資する。

事 業 内 容 １ 広域連携共生・対流等推進交付金

概 （１）広域連携支援事業

都会の若者の長期農業等ボランティア活動、団塊世代等

要 を対象とした体験農園での農作業体験を通じ、共生・対流

を活性化するための取組等を支援

① 都会の若者の長期農業等ボランティア活動の促進

② 体験農園を通じた団塊世代の農的暮らし等の促進

③ 農村の空き家を活用した滞在型の農業体験から期間

就農までの地域システムモデル構築及び全国的普及

を促進

④ 子ども達の宿泊体験活動受入拡大モデル構築及び

全国的普及を促進

⑤ 子ども達の農村での長期宿泊体験活動と連携した

都市部での農業体験活動の周年化モデル構築及び

全国的普及を促進

⑥ 都道府県を越えた都市と農村の共生・対流を活性化

させる先導的な取組を促進

（２）情報発信機能強化支援事業

各種メディアを活用した都市住民の農山漁村情報に接す

る機会の拡大等の取組を支援

① 各種メディアを活用した都市住民の農山漁村情報に

接する機会を拡大する取組

② 民間の震災疎開パッケージ締結を契機にしたグリー

ン・ツーリズム等の取組を支援するための調査・情報

提供

③ 大都市圏におけるグリーン・ツーリズムフェア開催

による田舎との出会いの場の設定

（３）都市農村交流技術的支援事業

都市農村交流を取り組む際に必要となるノウハウを習得

するための取組を支援

① 農山漁村の取組の中心となる人材の育成、確保

② 農林漁業体験民宿の安全管理等のための技術的支援

③ 観光立村の取組の推進

④ 滞在型市民農園等の整備促進のための技術的支援

（４）都市農地活用・保全モデル事業

都市農業の振興及び都市農地保全のためのモデル的取組

を支援

２ 広域連携共生・対流等整備交付金

（１）広域連携共生・対流等推進交付金等による都道府県を越

えた広域的な連携の先導的取組を実現するために必要な施
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設等の整備について支援

（２）都市部での農業振興に必要な施設等の整備について支援

実 施 主 体 民間団体等

1補 助 率 １ 定額

２ 定額（１／２以内）

事業実施期間 平成１９年度～平成２３年度

平成２０年度 ９７３，０００千円

予 算 額

要綱・要領等 広域連携共生・対流等対策交付金実施要綱

広域連携共生・対流等対策交付金実施要領

担 当 部 局 等 農林水産省農村振興局企画部農村政策課

TEL03-3502-0030都市農業・地域交流室
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農－５

事 業 名 農村コミュニティ再生・活性化支援事業

趣 旨 ・ 目 的 都市から農村への定住を促進するとともに、定住者の活用や

地域における多様な主体の連携により、農村と地域企業との連

携による農業分野にとどまらない新たな事業の創出など、農村

の地場資源と地元人材等を活かし、農村地域のコミュニティ再

生・活性化を図る。

事 業 内 容 １．都市から農村への定住等の促進

概 ①定住や長期滞在の促進方策策定、新規住民を活用した集

落の活性化方策の検討

要 ②支援体制の構築（住居、職業の生活情報などの一元的な

情報提供や相談を行う体制の構築等）

（ ）③ＰＲ活動の実施 定住希望者への意向調査・広報活動等

④新規住民等による地域文化活動や農ある暮らしの実施の

ための体制整備

⑤新規住民の起業を促進するための体制整備

⑥企業等との連携による 的農山漁村居住体制の整備SOHO
２．地域産業との連携の推進

①異業種連携の推進

②多様な主体による地域連携活動の推進

③地域産業集積に向けた企業誘致

④地域産業マネージャーの育成・誘致

⑤人材バンクの設置・運営

実 施 主 体 ＮＰＯ法人、農業協同組合、土地改良区、その他農業者の

組織する団体、地方公共団体が出資する団体等

補 助 率 １／２以内

事業実施期間 平成１８年度～平成２２年度

平成２０年度 １４２，８０１千円

予 算 額

要綱・要領等 農村コミュニティ再生・活性化支援事業実施要綱

農村コミュニティ再生・活性化支援事業実施要領

（入手先） （ ）http://www.maff.go.jp/nouson/community/index.htm
担 当 部 局 等 農林水産省農村振興局企画部農村政策課

TEL 03-3502-5948指 導 係

TEL 03-6744-2186農村整備総合調整室 農村整備推進係
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農－６

事 業 名 人づくりによる農村活性化支援事業

趣 旨 ・ 目 的 将来的に地域を支える人間を育成することを目指した教育プ

ログラムの開発及びＵターン者等で農村地域における地域づく

り、産業振興を担う人材を育成する。

事 業 内 容 (１)検討会の開催

概 ①学識経験者、有識者、学校教師等からなる検討会の開催

②地場資源を活用した先行事例地区の研究、現地調査、現

要 地検討会の実施

③農村の地場資源を発見するための教育プログラムの作成

(２)モデル授業の実施

①本事業に関心を持つ市町村等に対するアンケート調査

②協力校におけるモデル授業の実施及びその結果を踏まえ

た教育プログラムの改良

(３)農村資源を活かした産地ブランドづくり、起業化支援

①農村資源を活かした産地ブランドづくり、起業化プログ

ラムの検討

②農村資源を活かした地域づくり手法についての情報提供

(４)地域産業マネージャーの育成のための研修会の開催

民間企業等における実務経験を有し、地方にＵＪＩターン

を希望する者等を対象に、地域産業マネージャーとして農村

地域での地域づくり、起業、産業振興等について地域をリー

ドして主体的に活動できる人材を育成するための研修等を実施

実 施 主 体 民間団体

補 助 率 定額

事業実施期間 平成１８年度～平成２０年度

平成２０年度 １１，４９７千円

予 算 額

要綱・要領等 人づくりによる農村活性化支援事業実施要綱

人づくりによる農村活性化支援事業実施要領

担 当 部 局 等 農林水産省農村振興局企画部農村政策課就業改善班調査計画係

TEL 03-3502-5948
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農－７

事 業 名 農村振興総合整備事業

趣旨・目的 都道府県単位の広域的な視点での地域特性等を踏まえた農村

整備を推進するため、それぞれの農村振興のテーマに沿って、

地域住民の参加の下、関係府省との連携を図りつつ、地域の多

様なニーズに応じた農業生産基盤と農村生活環境の整備を総合

的に実施する。

事 業 内 容 １ 農業生産基盤整備.
概 ①ほ場整備 ⑤鳥獣侵入防止柵整備

②農業用用排水施設整備 ⑥農用地の改良又は保全

要 ③農道整備 ⑦農用地管理保全

④農用地開発

２ 農村生活環境基盤整備.
①農業集落道整備 ⑩地域農業活動拠点施設整備

②営農飲雑用水施設整備 ⑪集落農園整備

③農業集落排水施設整備 ⑫情報基盤施設整備

④農業施設等用地整備 ⑬施設環境整備

⑤集落防災安全施設整備 ⑭歴史的土地改良施設保全整備

⑥自然環境・生態系保全施設整備 ⑮集落土地基盤整備

⑦地域資源利活用施設整備

⑧施設補強整備
※⑨住民参加促進環境整備

※「美しい村づくり型」のみ実施可

実 施 主 体 都道府県

補 助 率 ５０％（沖縄２／３、奄美５２％）

事業実施期間 平成１３年度～

平成２０年度 ６ １４８ ０００千円, ,
予 算 額

要綱・要領等 農村振興総合整備事業実施要綱

農村振興総合整備事業実施要領

担当部局等 農林水産省農村振興局整備部地域整備課農村整備推進室

TEL 03-3502-6338
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農－８

事 業 名 村づくり交付金

趣旨・目的 地域が主体となった個性ある村づくりを推進するため、市町

村等が自ら設定した目標・指標に基づき、自ら提案する施設整

備を含めた総合的な事業を実施できる仕組みの導入等により、

農業生産基盤と生活環境の総合的な整備を実施する。

事 業 内 容 市町村等が定める「村づくり計画」に基づき、農業の持続的

概 発展と農山漁村の総合的な発展を図るため、農山漁村における

、 、生活環境に関する整備を農業生産基盤の整備と併せて 総合的

要 に実施。

１ 農業生産基盤整備

２ 農村生活環境基盤整備

３ 山村居住環境基盤整備

４ 漁村生活環境基盤整備

５ 市町村創造型整備.

実 施 主 体 市町村、土地改良区等

補 助 率 ５０％（沖縄７０ 、奄美５２％）%

事業実施期間 平成１６年度～平成２４年度（新規採択期間）

平成２０年度 ２９ ５６０ ０００千円, ,
予 算 額

要綱・要領等 村づくり交付金実施要綱

村づくり交付金実施要領

担当部局等 農林水産省農村振興局整備部地域整備課農村整備推進室

TEL 03-3502-6338
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農－９

事 業 名 田園空間整備事業

趣旨・目的 農村の有する豊かな自然、伝統、文化等の多面的機能を再評

価し、計画的な土地利用の下、ほ場整備により優良農地を確保

しつつ緑豊かな田園空間にふさわしい地域の活性化に資する各

種公共公益施設用地の整備と農村に存する伝統的農業施設及び

美しい農村景観等の保全、復元等に配慮した各種生産基盤等の

整備を行い、魅力ある田園空間づくりによる都市との共生の推

進に資することを目的とする。

事 業 内 容 １ 田園空間整備.
概 ( )公共施設等用地の整備1

①ほ場整備 ④農業集落道整備

要 ②農業用用排水施設整備 ⑤集落緑化施設整備

③農道整備 ⑥用地整備

( )田園空間博物館の整備2
①ほ場整備 ⑨集落緑化施設整備

②農業用用排水施設整備 ⑩住民参加促進環境整備

③農道整備 ⑪用地整備

④農業集落道整備 ⑫ｺﾐｭﾆﾃｨ施設整備

⑤集落排水路整備 ⑬景観保全整備

⑥農村公園緑地整備 ⑭集落農園整備

⑦ﾗｲﾌﾗｲﾝ収容施設整備 ⑮歩行者専用遊歩道整備

⑧集落水辺環境整備

実 施 主 体 都道府県、市町村等

補 助 率 ５０％（沖縄２／３、奄美５２％）

事業実施期間 平成１０年度～

平成２０年度 ９５７，７３５千円

予 算 額

要綱・要領等 田園整備事業実施要綱

田園整備事業実施要領

担当部局等 農林水産省農村振興局整備部地域整備課田園環境整備班

TEL 03 3502-6338－
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農－１０

事 業 名 景観・自然環境保全形成支援事業

趣旨・目的 農村地域における景観・自然環境の保全・形成等にむけた地

域の取組を支援し、さらにはそれらを活用した地域活性化を図

る取組を効率的・効果的に実施する。

事 業 内 容 １ 地域資源を活用した農村活性化

概 農村景観や自然環境といった地域資源を、まとまりを持つ

田園空間として活かした農村の活性化の取組を支援するた

要 め、魅力ある田園空間としての要件の検討、活性化に意欲の

ある地区の登録・支援や普及啓発等を行う。

２ 農村景観形成、自然再生活動を行う組織に対する直接支援

、 、農村景観の保全・形成 自然環境の再生に向けた調査研究

。保全活動等を行うＮＰＯ等の活動組織に対して直接支援する

実 施 主 体 団体等NPO

補 助 率 １／２等

事業実施期間 平成１９年度～平成２１年度

平成２０年度 １８３ ３００千円の内数,
予 算 額

要綱・要領等 景観・自然環境保全形成支援事業実施要綱

景観・自然環境保全形成支援事業実施要領

担当部局等 農林水産省農村振興局整備部地域整備課

TEL 03-3502-6338
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農－１１

事 業 名 地域用水環境整備事業

趣 旨 ・ 目 的 農業用水は、農業水利施設を通じて、景観・生態系の保全等

といった地域用水機能を有しており、近年、その機能のさらな

。 、 、る発揮が求められている 一方 農村の混住化の進展等に伴い

集落による施設管理機能の低下や水質の悪化等が進行し地域用

水機能の発揮が阻害されつつある。このようなことから、農業

水利施設の保全管理又は整備と一体的に、地域用水の有する多

面的機能の維持増進に資する施設の整備を行い、農村地域にお

ける生活空間の質的向上を図るものである。

事 業 内 容 ( )地域用水環境整備型1
概 農業水利施設の保全管理又は整備と一体的に、農業用水の有

する地域用水機能の維持・増進を図るために必要となる以下の

要 整備を実施する。

、 、 、①親水・景観保全施設 ②生態系保全施設 ③地域防災施設

④渇水対策施設、⑤利用保全施設、⑥地域用水機能増進施設

( )歴史的施設保全型2
国の登録文化財等、文化財としての価値を有する農業水利施

設等の土地改良施設を対象にその歴史的な価値に配慮しつつ、

施設の補修等を実施する。

〔採択要件〕

( )地域用水環境整備型1
総事業費が５千万円以上であること、事業により整備した施

設の適正な維持管理が行われると認められること 等

( )歴史的施設保全型2
文化財保護法に基づいて、重要文化財として指定され、また

は指定されることが確実であると認められる土地改良施設であ

ること 等

実 施 主 体 都道府県、市町村、土地改良区、その他団体

補 助 率 ( )地域用水環境整備型 農林水産省、北海道、離島 ％1 50
52 2/3奄美 ％、沖縄

( )歴史的施設保全型 ％（沖縄は ％）2 50 75
事業実施期間 平成１２年度～

平成２０年度 ２，２１２，０００千円

予 算 額

地域用水環境整備事業実施要綱要綱・要領等

地域用水環境整備事業実施要領

TEL03-3502-6246担 当 部 局 等 農林水産省農村振興局整備部水利整備課
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農－１２

事 業 名 中山間地域総合整備事業

趣旨・目的 中山間地域の農業・農村の活性化、国土・環境の保全等を図

るため、地域の実情に即した農業生産基盤及び生活環境等の総

合的な整備を実施

事 業 内 容 １．農業生産基盤整備事業

概 ２．農村生活環境整備事業

３．特認事業

要

（事業対象地域）

①過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、

半島振興法及び特定農山村法による指定を受けた市町村または

準ずる市町村

②農業生産基盤整備を実施する地域にあっては、林野率５０

％以上かつ傾斜 以上の農用地の面積が当該地域の５０％1/100
以上であること

実 施 主 体 都道府県、市町村

補 助 率 農林水産省・北海道５５％、離島６０％、奄美７０％、

沖縄７５％

事業実施期間

平成２０年度 ３３，０１４，０００千円

予 算 額

要綱・要領等 中山間地域総合整備事業実施要綱

中山間地域総合整備事業実施要領

担当部局等 農林水産省農村振興局整備部地域整備課中山間整備推進室

TEL 03-3501-8359
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農－１３

事 業 名 強い農業づくり交付金

趣 旨 ・ 目 的 効率的かつ安定的な経営体が地域農業の相当部分を担う望ま

、 、 、しい農業構造の確立するため 農業生産を核とした加工 流通

販売等への取組を通じたアグリビジネス等に意欲的に取り組む

経営体を施設整備等により支援し、認定農業者等の担い手の育

成及び担い手への農地の利用集積の加速化を図る。また、技術

革新への対応研修・新規就農者の経営確立までの研修・農業農

村に対する国民理解の増進を図る研修等の基幹施設を整備。

事 業 内 容 新規就農の促進

概 次代の農業を担う青年農業者等を育成・確保するため、農業

に関する研修教育の中核機関である道府県農業大学校等の研

要 修教育施設、調査研究用施設及び地域段階における実践的個

別技術の研修施設の整備を行う。

① 農業研修教育・農業総合支援センター施設整備

ア 研修教育基幹施設

(ｱ) 研修教育棟、宿泊棟等施設

(ｲ) 農業生産実習、食品加工実習等施設

(ｳ) 新技術・環境保全型農業研修施設

(ｴ) 公開講座、体験交流等施設

(ｵ) 離職者等職業訓練用研修施設・機械

(ｶ) 調査研究・実験用施設・機材

イ 現地濃密指導施設

(ｱ) 農業者を対象とした研修教育施設

(ｲ) 新たにに就農しようとすることが確実と見込まれ

る者を対象とした研修教育施設

実 施 主 体 都道府県、青年農業者等育成センター、一部事務組合

補 助 率 定額（１／２以内）

事業実施期間 平成１７年度～平成２１年度

平成２０年度 強い農業づくり交付金 ３４，０６６，９５０千円の内数

予 算 額

要綱・要領等 強い農業づくり交付金実施要綱

強い農業づくり交付金実施要領

TEL03-6744-2160担 当 部 局 等 農林水産省経営局普及・女性課
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農－１４

事 業 名 農業再チャレンジ支援事業

趣 旨 ・ 目 的 本事業は、団塊世代、若者等が経験がなくても農業に就ける

よう、情報提供・相談段階、体験・研修段階、参入準備段階、

定着段階に対応した、きめ細かな支援を行うものである。

１．情報提供・相談段階事 業 内 容

就農支援機関やインターネット等を介し、各自治体の支概

援措置、各種研修・求人等の情報を提供するとともに、農

業法人合同会社説明会等での個別相談を実施します。要

２．体験・研修段階

① 原体験としての小中学生の農業体験学習、農業法人で

の社会人等を対象としたインターンシップを実施します。

② 先進経営体における実践的職場内研修( )、フリータOJT
ー等若者の雇用就農促進のための研修を実施するととも

に、働きながら技術習得できる就農準備校においては有

機農業研修を充実します。

３．参入準備段階

① 農業技術能力評価制度への実技試験の導入を進めます。

② 後継者不在の農家が有する経営資産・営農技術等を新

規就農希望者へ円滑に継承させるための支援、若者等の

円滑な雇用就農を推進するための無料職業紹介、紹介予

定派遣を実施します。

４．定着段階

再チャレンジ就農者の新たな発想・アイデアに基づく新

分野進出や、女性グループ等による起業活動等の促進のた

めのモデル的な取組を支援します。

実 施 主 体 民間団体

定額、１／２、１／３補 助 率

事業実施期間 平成１９年度～平成２３年度

平成２０年度 ５８５，６１７千円

予 算 額

要綱・要領等 農業経営強化対策推進事業実施要領

TEL03-3502-6469担 当 部 局 等 農林水産省経営局普及・女性課
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農－１５
事 業 名

地産地消モデルタウン事業
趣旨・目的 農業、給食、商工、観光等の関係者が一丸となり、地域全体で

地産地消に取り組む「地産地消モデルタウン構想」の実現に向
けた取組を推進するとともに、高齢・小規模農家など多様な主
体が活躍できる少量多品目の生産・流通体制の確立に向けた先
進的な取組を推進するため、次の取組を行うものとする。

事 業 内 容 （１）推進事業
概 ア 協議会の開催等の事業推進体制の整備

イ 先進事例や消費者・実需者ニーズについての調査
要 ウ 事業実施地区内で生産された農畜産物を活用した加

工品及び学校給食メニューの開発
エ ウで開発した加工品の販売試験
オ 農畜産物の生産技術や加工技術の普及・研修
カ 販売体制の確立に向けた人材育成
キ 生産者と消費者との交流会の開催、農作業体験、ホ

ームページ、パンフレット又は情報誌等の作成によ
る広報活動

ク 実証、試験の実施
（ア）効率的な集出荷システムの構築・実証（巡回集

荷などの高齢・小規模農家が出荷しやすい流通
システムの構築に必要なものに限る ）。

（イ）新規作物の導入実証
（ウ）その他この事業の目的を達成するために必要な

実証及び試験の実施
ケ リース方式によるハウスの導入
コ 残留農薬等の分析
サ その他この事業の目的を達成するために必要な取組

（２）整備事業
ア 農産物処理加工施設
イ 畜産物処理加工施設
ウ 直売施設
エ 生産者と消費者の交流施設
オ 集出荷施設（巡回集荷などの高齢・小規模農家が出

荷しやすい流通システムの構築に必要なものに限
る ）。

カ 地域食材供給施設
キ 産地管理施設

実 施 主 体 農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、土地改良区、農業
組合法人、農業組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、
その他農業者の組織する団体等

補 助 率 事業費の１／２以内

事業実施期間 平成１９～２１年度
平成２０年度 ３２１百万円
予 算 額

要綱・要領等 農業・食品産業競争力強化支援事業実施要綱
農業・食品産業協力強化支援事業実施要領

（入手先）
担当部局等 農林水産省生産局生産技術課地産地消企画班

03-6744-2435℡
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農－１６
事 業 名

強い農業づくり交付金－産地競争力の強化
趣旨・目的 産地競争力の強化を図るため、①需要に応じた生産量の確保、

②生産性の向上、③品質向上、④農畜産業の環境保全、⑤輸入
急増農産物における国産シェアの抜海を具体的な政策目標とす
る取組を支援。

事 業 内 容 ア 耕種作物共同利用施設整備
イ 畜産物共同利用施設整備
ウ 施設等整備附帯事業

、 、 、 、 、実 施 主 体 都道府県 市町村 農業協同組合連合会 農業協同組合 公社
、 、 、土地改良区 農業組合法人 農業組合法人以外の農業生産法人

特定農業団体、その他農業者の組織する団体等
補 助 率 事業費の１／２以内

事業実施期間 平成１７～２１年度
平成２０年度 強い農業づくり交付金地産地消特別枠５億円
予 算 額

要綱・要領等 強い農業づくり交付金実施要綱
強い農業づくり交付金実施要領

（入手先）
担当部局等 農林水産省生産局総務課生産推進室
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農－１７
事 業 名

地産地消推進活動支援事業
趣旨・目的 地産地消の取組を推進するため、成功事例等の収集、分析及び

表彰、他産地への派遣及び斡旋や地産地消の推進のための人材
育成、インターネットを活用した情報提供等を行う。

事 業 内 容 ①地産地消普及促進事業
・地産地消についての優良事例に係る情報の収集・分析及び

表彰
・人材の活用等による特産品の産地育成

②地産地消情報提供事業
・地産地消に関する情報の収集、インターネットを活用した

情報提供
・地産地消関係者の情報交換の場づくり

③地産地消人材育成事業
・地産地消を推進するため、生産者や実需者などの地産地消

関係者間の調整を円滑に進めるための人材を育成

実 施 主 体 民間団体等

補 助 率 定額

事業実施期間 平成１７～２１年度
平成２０年度 １３百万円
予 算 額

要綱・要領等 農業競争力強化対策民間団体事業実施要綱
農業競争力強化対策民間団体事業実施要領

（入手先）
担当部局等 農林水産省生産局生産技術課地産地消企画班

03-6744-2435℡
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林－１

事 業 名 森林・林業・木材産業づくり交付金

趣旨 ・目 的 国土保全や水源かん養など森林の多面的機能の持続的な発揮

のためには、森林の整備・保全を推進することが重要であり、

特に地球温暖化防止対策の観点からは、より積極的な施策の展

開が喫緊の課題となっている。

このため、森林の整備・保全のための条件整備やモデル的取

組、森林の多様な利用、森林の資源の保護等への支援を総合的

に実施し、森林の多面的機能の発揮を図る。

Ⅰ ソフト事 業 内 容

概 森林資源保護の推進

地域住民の安全な生活の確保等に必要な森林の保全を図る

要 ため、松くい虫の被害の発生しにくい森林環境の整備等を進

めるとともに、地域住民自ら松くい虫の防除等を行い、松林

を保全する事業をモデル的に実施

Ⅱ ハード

森林の多様な利用・緑化の推進

森林環境教育など継続的な体験活動の場、知識から技術ま

で林業体験学習の場となる森林・施設の整備を次のメニュー

から実施内容を選択・組み合わせて整備。

［対象施設等］

①森林を利用した環境教育・林業教育のための実習林、観

察林等の森林フィールド（実習林、森林学習歩道等）

②林業体験学習のため展示施設（もりの科学館、学習展示

品等）

③森林環境教育活動施設（観察施設、炭焼き体験施設等）

④共同利用施設（取付・管理道路、駐車場、管理棟等）

実 施 主 体 都道府県、市町村等

交 付 率 定額（１／２，４／１０相当等）

事業実施期間 平成２０年度～平成２４年度

平成２０年度 ９，６９１，９９７千円の内数

予 算 額

要綱・要領等 森林・林業・木材産業づくり交付金実施要綱

森林・林業・木材産業づくり交付金実施要領

担当 部局 等 林野庁森林整備部計画課山村振興企画班（窓口）

TEL03-3502-0048
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林－２

地域活動支援による国民参加の緑づくり活動推進事業事 業 名

森林・林業分野においては、地球温暖化防止をはじめとし趣旨 ・目 的

た森林の有する多面的機能を持続的に発揮させていくことが

重要であり、そのためには、林業関係者の努力のみならず、

森林の整備・保全を社会全体で支えるという気運を各地域の

特色を生かしつつ醸成していくことが極めて重要な課題とな

っている。

このため、各地域において身近な森林の整備活動に国民が参

加する機会を提供し、また、森林ボランティア活動の定着を図

るため、各地域で活動している森林ボランティア活動への支援

等を通じて、森林の多面的機能を持続的に発揮させるための森

林の整備・保全を促進し、もって地球温暖化防止の強力な推進

に資することとする。

事 業 内 容 (1) 緑づくり普及・啓発

概 ①全国的な緑化運動の普及啓発を図るため、全国植樹祭、全

国育樹祭等の国土緑化行事の開催を支援。

要 ②巨樹などの国民に身近な森林・樹木の保全・管理技術の開

発と普及を支援。

(2) 森づくりコミッション活動の促進

①企業、ＮＰＯなどの森づくりをサポートする森づくりコミ

ッション活動を促進するため、活動マニュアルの作成、研

修の実施、関係者等の情報のネットワーク化などを支援。

②都市住民による花粉症対策などの先駆的・先導的な森づく

り活動や活動の安全確保対策を支援。

(3) 企業の森づくり活動の促進

企業の森づくり活動を促進するため、企業の社会貢献ニー

ズ調査、企業の経営者やＣＳＲ担当者などを対象としたシ

、 。ンポジウムの開催 森づくり活動の評価手法の普及を支援

実 施 主 体 民間団体

補 助 率 定額、１／２

事業実施期間 平成１８年度～平成２２年度

平成２０年度 １６８，０６８千円

予 算 額

要綱・要領等 森林整備・保全推進事業実施要綱

緑化推進対策事業等の実施について

担当 部局 等 林野庁森林整備部研究・保全課緑化推進班

TEL03-3502-8243
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林－３

事 業 名 森林環境教育活動の条件整備促進対策事業

趣 旨 ・ 目 的 森林・林業の再生に向けた取組に対する国民の支持を得るた

めには、森林の整備・保全を社会全体で支えるという国民世論

の喚起を行うことが重要な課題である。また、森林内での体験

活動は、青少年の豊かな人格を育成していくためにも重要であ

る。

これまでの取組において、基礎的な条件整備は進展してきた

ものの、新たな森林・林業基本計画においては「森林環境教育

の充実」として、更なる取組の充実が課題として掲げられてい

るところである。

このため、高い指導力をもつ人材の育成、森林・林業に対する理

解を深めるための内容の充実等を総合的に推進するとともに、森林

体験活動の場である学校林の整備とそれにより生産される木材の利

用を一体的に行うモデル学校林の設定を通じて、幅広い関係者の連

携・協力による森林環境教育活動の促進を図ることとする。

事 業 内 容 １ 森林環境教育活動の条件整備促進事業

概 ( ) モデルとなるべき施設等の評価基準の策定と優良事例等1
の情報提供

要 (2) 企画・調整力を持つ質の高い人材の育成

( ) 森林組合等の活動促進3
( ) 森林・林業に対する理解を深めるための教材等の作成及4

び実態調査

２ 学校林整備・活用推進事業

(1) モデル学校林の設定に係る委員会の開催

(2) モデル学校林の整備・木材利用計画の策定及びその実施

(3) 地域関係者を一同に会して行うモデル学校林での体験活

動及び研修会の実施

実 施 主 体 民間団体

補 助 率 定額

事業実施期間 平成１７年度～平成２３年度

平成２０年度 ３０，０６６千円

予 算 額

要綱・要領等 森林整備・保全推進事業実施要綱

担 当 部 局 等 林野庁森林整備部計画課森林総合利用推進班

TEL03-3502-0048
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林－４

事 業 名 山村再生総合対策事業

趣 旨 ・ 目 的 「美しい森林づくり」を実現するためには、森林整備の基盤

となる山村の活性化は不可欠である。一方、山村の現状をみる

と、人口の減少、高齢化の進展、集落の減少が進んでいる。

このため、優れた自然や文化、伝統等の山村特有の資源を活

用した新たな産業（森業・山業）の創出や、都市との交流、山

村コミュニティの再生に向けた取組を支援し、健康・福祉、教

育、環境などに着目した魅力ある山村づくりを推進することに

より、山村地域の雇用機会の増大や都市との共生・対流、定住

の促進に資する。

また、事業実行に当たっては、新たに、ＰＤＣＡサイクルの

考え方を導入するとともに、取組の中心となる人材の育成、既

存の施設整備事業との連携を図り、山村振興を確実なものとす

る。

（１）直接的支援事 業 内 容

概 ①森林・地域資源を活用した新たな産業の創出

②都市側との連携による交流活動などへの取組

要 ③山村コミュニティの維持・再生に向けた地域活動

④①～③を組み合わせた複合的な取組

２）技術的支援、普及・啓発等（

①実務的・総合的な研修の実施により取組の中心となる人材

を育成

②アドバイザーの派遣による山村活性化への支援

③山村活性化優良事例の収集・分析、地域情報の発信

④地域活性化全国セミナーの開催

実 施 主 体 民間団体

交 付 率 定額、１／２

事業実施期間 平成２０年度～平成２４年度

平成２０年度 ３００，０００千円の内数

予 算 額

要綱・要領等 森林整備・保全推進事業実施要綱

山村再生総合対策事業実施要領

TEL03-3502-0048担 当 部 局 等 林野庁森林整備部計画課山村振興企画班

TEL03-3502-5721林野庁森林整備部研究普及課普及教育班
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林－５

事 業 名 林業後継者活動支援事業

趣旨・目的 森林・林業基本計画の目標達成に必要な森林の整備・保全等

を着実かつ適切に推進するためには、森林所有者の施業意欲を

高め、林業生産活動を活性化することが必要である。

また、今後増加する定年退職者等のうち、都市部から故郷に

戻り第２の人生にチャレンジするＵターン森林所有者等に対す

る支援を行うとともに、次代の林業を担う青少年等に対して森

林施業等の推進に向けた普及・啓発活動等への支援を行うこと

により、林業経営を担う人材の育成・確保に資する。

事 業 内 容 ( ) Ｕターン森林所有者再チャレンジ支援事業1

概 山村で育ち就職等で都市部へ転出し、現在、一斉退職時期

を迎えている団塊世代等を対象とした所有森林の経営・管理

要 のための支援

① 情報の提供

② 現地研修、学習会等の開催

③ 森林経営・管理マニュアルの開発・普及

( ) 林業後継者育成･確保支援事業2

地域のリーダー的な森林所有者で組織する林業グループや

指導林家をはじめとする普及指導協力員等が行う森林・林業

関係学科高校生等のインターンシップや、林業体験学習等を

通じた林業生産活動が低迷している森林所有者及びその後継

者等に対する森林施業等の推進に関する普及・啓発活動の支

援

実 施 主 体 民間団体

補 助 率 定額

事業実施期間 平成１９年度～平成２２年度

平成２０年度 ９０，５３９千円の内数

予 算 額

要綱・要領等 林業・木材産業等振興対策事業実施要綱

林業後継者活動支援事業実施要領

担当部局等 林野庁森林整備部研究・保全課普及教育班

TEL03-3502-5721
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林－６

事 業 名 絆の森整備事業

趣旨 ・目 的 森林環境の有する価値が見直され、失われた人と森林との絆

の再生に向けた動きが盛り上がっている。市民グループによる

様々な森づくり活動の展開に加え、市民との協働による森林整

備の推進や野生生物との共存のための森林生態系保全に対する

要請の高まりはその好例である。

このため、市民の林業生産活動の場の整備や市民自身による

森林整備への支援（市民と森林との絆の創出 、所有森林の市）

民への開放等を前提とした森林整備に対する支援（市民と森林

所有者との絆の創出 、野生動物との共存のための森林整備へ）

の支援（人と野生動物との絆の創出）を推進し、人と森林との

絆の回復を図る。

事 業 内 容 (１)市民参加型森林整備

概 集落周辺の里山林や都市近郊林において、森づくりへの市

民参加を推進

要

(２)野生生物共生林整備

野生生物との共存を図るため、野生生物の生息環境保全に

資する森林整備を実施するとともに、防護柵等の鳥獣害防止

施設を設置

実 施 主 体 都道府県、市町村、森林組合等

補 助 率 森林整備等：１／２

森林管理道開設：基本補助率 45/100

（間伐等の目的で開設されるものは50/100）

事業実施期間 －

平成２０年度 ２０１，７９１千円

予 算 額

要綱・要領等 森林環境保全整備事業実施要綱

森林環境保全整備事業実施要領

TEL03-3591-5893担当 部局 等 林野庁森林整備部整備課造林事業班
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林－７

事 業 名 森林空間総合整備事業

趣旨・目的 近年、環境意識の高まり等を背景に、木材生産の場としてだ

けでなく、環境教育や森づくり活動の体験の場、積極的な健康

づくりの場などの新たな利用の場としての森林の役割に対する

国民の要請が高まっている。

このような多様化・高度化する国民の要請に応えた森林空間

、 、 、を創出するため 森林環境教育促進の観点 健康づくりの観点

里山林整備の観点から、地域の実情に応じた望ましい森林空間

の整備を推進することとする。

事 業 内 容 (1)全 体 計 画 調 査：林地・森林生態系の保全の観点等か

概 ら、調査を実施

(2)森林環境教育促進整備：教育関連施設の周辺において、森林

要 環境教育のフィールドの提供を目的

とした森林整備や環境教育促進施設

の整備

(3)森 林 健 康 促 進 整 備：医療施設等の周辺において、これら

の施設と連携を図った森林整備や健

康増進広場、簡易な健康促進施設等

の整備

(4)里山林機能強化整備：集落周辺の里山林において、公益的

機能の高度発揮を図る森林整備や耕

作放棄地等の林地化に必要な土壌条

件の改良

(5)用 地 等 取 得：事業実施を目的とした用地等取得

実 施 主 体 都道府県、市町村

補 助 率 森林空間整備等：１／２

用地等取得：１／３

45/100森林管理道開設：基本補助率

（間伐等の目的で開設されるものは ）50/100
30/100 50/100林道改良： ，

事業実施期間 －

平成２０度 ８３，０００千円

予 算 額

要綱・要領等 森林環境保全整備事業実施要綱

森林環境保全整備事業実施要領

TEL 03-3591-5893担当部局等 林野庁森林整備部整備課造林事業班
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林－８

事 業 名 里山林再生総合対策

趣 旨 ・ 目 的 森林整備事業及び治山事業をはじめ、ＮＰＯ等の多様な主体

の参加による森林づくりや多様な利用活動、竹材の積極的な利

用の推進等により、里山林の再生・整備を総合的に推進し、生

物多様性の保全及び国土・生活環境の保全、地球温暖化の防止

に資する。

事 業 内 容 ( ) 森林整備事業1
概 ボランティア、ＮＰＯ等の多様な主体の参加による居住地

周辺の里山林の整備を積極的に推進。

要 ( ) 治山事業2
里山林の水土保全機能、生活環境保全機能の強化を図るた

めの森林の整備、防災・灌水施設の設置、作業施設の設置等

を実施。

( ) 地域活動支援による国民参加の緑づくり活動推進事業3
身近な森林の整備活動に国民が参加する機会を提供し、ま

た、森林ボランティア活動の定着を図るため、 等の企NPO
画立案支援などを実施し、企業の森づくり活動をはじめとす

る森林ボランティア活動を推進。

( ) 上下流連携いきいき流域プロジェクト4
森林所有者と利用者との里山林利用協定等の締結の促進、

利用活動の立上げ支援等を通じ、里山林等での多様な利用活

動を推進。

( ) 森林・林業・木材産業づくり交付金5
竹の進入による荒廃している里山林の整備に伴い伐採・搬

出された竹の有効利用を図るため、新たな用途に必要な竹材

加工施設の整備等を実施。

実 施 主 体 都道府県、市町村、森林組合、ＮＰＯ、森林所有者等

補 助 率 、 、定額50/100 1/2

事業実施期間 平成１６年度～

平成２０年度 ２２，８１１，８７４千円の内数

予 算 額

要綱・要領等 森林・林業・木材産業づくり交付金実施要綱

森林・林業・木材産業づくり交付金実施要領

森林整備・保全推進事業実施要綱 等

担 当 部 局 等 林野庁森林整備部計画課森林総合利用推進班

TEL 03-3502-0048
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林－９

事 業 名 里山エリア再生交付金

趣旨・目的 森林の有する多面的な機能の維持増進を図るためには、森林

整備を支える林業就労者の多くが居住する山村地域を活性化す

るとともに、花粉発生源対策、竹侵入対策、耕作放棄地対策、

野生鳥獣害への対策等里山エリアが抱える課題に対応しつつ、

山村と都市の共生対流を図り、快適な居住環境を広く創出する

必要がある。

このため、これらの課題に柔軟に対応するため、居住地周辺

の森林、居住基盤に関する整備を地域の創造力を活かして総合

的に実施し、個性的で魅力ある里山エリアの再生を支援する。

事 業 内 容 （１）居住地森林環境整備

概 （居住地周辺の森林整備、鳥獣害防止施設等整備 等）

（２）居住環境基盤整備

要 （用排水施設整備、集落内防災安全施設整備 等）

（３）地域創造型整備

（実施主体が提案する地域の創造力を活かした整備）

実 施 主 体 都道府県、市町村、森林組合 等

補 助 率 居住地森林環境整備：３／１０等

居住環境基盤整備等：基本補助率５０／１００

事業実施期間 －

平成２０年度 ９，９００，０００千円

予 算 額

要綱・要領等 里山エリア再生交付金実施要綱

里山エリア再生交付金実施要領

TEL 03-3502-8064担当部局等 林野庁森林整備部整備課林道事業班

竹 の 侵 入 防 止 対 策

雄 花 の 多 い ス ギ 林 の 抜 き 伐 り

居 住 地 周 辺 の 森 林 整 備

耕 作 放 棄 地 等 に お け る
森 林 整 備

都 市 と 山 村 の 交 流 促 進
の た め の 施 設 整 備

生 活 環 境 の 改 善

個 性 的 で 魅 力 あ る 里 山 エ リ ア の 再 生

居 住 地 森 林 環 境 の 整 備
居 住 環 境 基 盤 の 整 備
地 域 の 創 造 力 を 活 か し た 整 備
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水－１

事 業 名 漁村再生交付金

趣旨・目的 地域の創意工夫を活かし、地域の既存ストックの有効活用等

を通じた生産基盤と生活環境施設の効率的な整備を行うことに

より、漁村の再生を支援する。

事 業 内 容 現行の水産業の生産基盤（漁港施設及び漁場）及び生活環境

概 施設の整備に加え、事業実施主体が提案する地域の創造力を活

かし、漁村の再生に必要な整備を実施。

要

． （ 、 、 、 、１ 漁港施設整備 外郭施設 水域施設 係留施設 輸送施設

漁港施設用地）

（ 、 ）※ 利用調整上必要な 船舶以外の船舶の利用に供するものを含む

２．漁場造成（魚礁、増殖場、養殖場）

３．漁場環境保全（漁場公害防止対策、環境保全創造）

４．漁港水域環境保全（漁港公害防止対策、水域環境保全）

５．漁港環境施設整備（植栽、休憩所、運動施設、親水施設、

安全情報伝達施設等漁港の環境向上に必要な施設並びにこれ

らの施設及びゴミ処理施設の整備に必要な用地の造成）

６．漁業集落環境施設整備（漁業集落道、水産飲雑用水施設、

漁業集落排水施設、防災安全施設、緑地・広場施設、土地利

用高度化再編整備、地域資源利活用基盤施設、用地整備）

７．地域創造型整備（事業実施主体が提案する地域の創造力を

、 （ 。 、活かし 漁村の再生に必要な整備 社会実験に限る ただし

提案に係る整備は総事業費の ％以内 ）10 。）

実 施 主 体 都道府県、市町村

（但し北海道、離島60/100、奄美、沖縄75/100）補 助 率 1/2

事業実施期間 平成１７年度～

平成２０年度 ７,７４６,０００千円

予 算 額

要綱・要領等 漁村再生交付金実施要領

漁村再生交付金実施要領の運用

（入手先） （下記担当への問い合わせ）

担当部局等 水産庁 漁港漁場整備部防災漁村課 漁村企画班

(内 )TEL:03-3502-8111 6905
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水－２

事 業 名 漁港環境整備事業

趣 旨 ・ 目 的 漁港の環境向上に必要な施設を整備し、漁港の景観の保持、

美化を図り、快適にして潤いのある漁港環境を形成し、併せて

作業の効率、安全性の向上等に資する。

事 業 内 容 漁港区域内において、植栽、休憩所、運動施設、親水施設、

概 安全情報伝達施設等漁港の環境向上に必要な施設の整備。

要

実 施 主 体 都道府県、市町村

補 助 率 1/2

事業実施期間 昭和５５年度～

平成２０年度 ７４９,０００千円

予 算 額

要綱・要領等 漁港環境整備事業実施要領

漁港環境整備事業実施要領の運用

（入手先） （下記担当への問い合わせ）

担 当 部 局 等 水産庁 漁港漁場整備部防災漁村課 漁村企画班

(内 )TEL:03-3502-8111 6905
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水－３

事 業 名 いきいき・海の子・浜づくり

趣旨・目的 文部科学省と海岸省庁（農林水産省・国土交通省）が連携し

て、安全で良好な自然・景観を有する海岸空間の形成を図ると

ともに、青少年等が海辺における自然・社会教育活動等を安全

に楽しめ、また、都市・農漁村及び世代間の交流の場となる海

岸づくりを推進。

事 業 内 容 （１）海岸事業では、海岸保全に併せて以下に示す機能を持つ

概 施設の整備を実施する。

①緩傾斜堤やスロープ、安全情報伝達施設の設置等、利用及

要 び避難しやすい海岸づくりのための施設整備

②人工磯の設置や潜堤・人工リーフ等による良好な自然・景

観を有する静穏海域の形成など、自然体験の場を創出する

ための施設整備

（２）文部科学省では、学校教育や社会教育における体験活動

の一環として海岸の積極的な活用が図られるよう、豊かな

体験活動推進事業、青少年長期自然体験活動推進事業など

のソフト事業を推進する。

実 施 主 体 国、地方公共団体 等

補 助 率 １／２ 等

事業実施期間 平成９年度～

平成２０年度 １７，０００千円

予 算 額

要綱・要領等 いきいき・海の子・浜づくりの実施について

（入手先） （下記担当への問い合わせ）

担当部局等 水産庁 漁港漁場整備部防災漁村課 海岸班海岸計画係

TEL:03-3502-5304
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水－４

事 業 名 漁業集落環境整備事業

趣 旨 ・ 目 的 漁港の背後の漁業集落等における生活環境の改善や漁村の活

性化等を図るため、環境整備を実施することにより、水産業及

び漁村の健全な発展に資する。

事 業 内 容 漁業集落において、衛生関連施設整備（漁業集落排水施設整

概 備、水産飲雑用水施設整備、地域資源利活用基盤施設整備、用

地整備等）及び防災関連施設整備（漁業集落道整備、防災安全

要 施設整備、緑地・広場施設整備、土地利用高度化再編整備、用

地整備等）を実施。

実 施 主 体 都道府県、市町村

補 助 率 1/2（沖縄55/100）

※地域資源利活用基盤施設整備における堆肥化施設について

は1/3

事業実施期間 昭和５３年度～

平成２０年度 ６,０８５,０００千円

予 算 額

要綱・要領等 漁業集落環境整備事業実施要領

漁業集落環境整備事業実施要領の運用

（入手先） （下記担当への問い合わせ）

担 当 部 局 等 水産庁 漁港漁場整備部防災漁村課 漁村企画班

(内 )TEL:03-3502-8111 6905



- 49 -

水－５

事 業 名 漁村地域力向上事業

趣 旨 ・ 目 的 地域の特性をいかした活力ある漁村づくりを進めるため、地域

資源を活用した新たな産業構造の形成や都市と漁村の共生・対

流の推進などをテーマに、地域の意欲的で先導的な取組を公募

・支援する。あわせて、取組成果の全国への普及など地域の挑

戦を可能とする環境整備を実施し漁村の地域力の向上を図る。

事 業 内 容 （１）活力ある漁村づくり促進事業（委託事業）

概 ①立ちあがる地域への協力活動

モデル事業の実施に対する指導・助言

要 ②自ら考え行動するための環境整備

人材育成及び人材活用に関する情報の整備と提供

③定住・二地域居住の推進

これまでの定住等対策の取組に加え、よりステップアップ

した手法の導入の検討を実施する。

④漁村づくりモデル普及

（２）活力ある漁村づくりモデル育成事業（補助事業）

①漁村活性化育成モデル

地域の特性を活かした活力ある漁村づくりを進めるため、

提案公募により先進的な地域ぐるみの取組を選定し、モデル

事業の実施等に対する支援を行う。

②地域再生・活性化育成モデル

過疎化が進んでいる地域において、若年層の流出防止やＵ

ＪＩターンの推進等の過疎対策の取組を誘発するため、提案

公募により先進的な取組を選定し、モデル事業の実施等に対

する支援を行う。

実 施 主 体 民間団体

（２）②については、過疎法に基づく過疎地域に限る。

補 助 率 （１）委託 （２）①１／２、②定額、

事業実施期間 平成１９年度～平成２３年度

平成２０年度 １０２，５００千円

予 算 額

要綱・要領等 水産関係民間団体事業費補助金実施要領

水産関係民間団体事業費補助金交付要綱

（入手先） （下記担当への問い合わせ）

担 当 部 局 等 水 産 庁 漁 港 漁 場 整 備 部 防 災 漁 村 課 環 境 整 備 班

(内 )TEL:03-3502-8111 6905
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総－１
事 業 名 地域間交流施設整備事業
趣旨・目的 過疎地域は定住人口が減少する一方、自然、文化、歴史、景

観などの面において、優れた地域資源を有している。また、国
民の意識の変化により、ゆとりある生活に対する欲求、自然環
境への関心が、都市部の住民を中心にますます高まっている。

このような状況の中で、過疎地域における自然、文化といっ
た地域資源を活かした人・文化・情報等の交流を図ることは、

、 、国民の求めるところであるとともに 過疎地域の活性化を促し
地域の自立促進に資するものである。本事業は、このような地
域間交流を図るための宿泊施設・スポーツレクレーション施設
・交流住宅団地等の整備に要する費用に対して補助するもので
ある。

事 業 内 容 以下のＡからＤまでに掲げるタイプ分けされた施設のうち、
概 地域資源を有効活用し、地域間交流を促進するための遊休施設

の活用による施設整備及び既存施設の増改築（ 遊休活用等 ）「 」
要 または新規の施設整備に要する経費に対して補助する。

●補助対象限度額（１市町村あたり）
・Ａタイプ（宿泊施設）

３１５，０００千円
（ 、 ）・Ｂタイプ ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 健康増進回復施設

１５７，５００千円
・Ｃタイプ（資料展示施設、教育文化施設、地域文化

・芸能体験施設）
１５７，５００千円

・Ｄタイプ（交流住宅団地）
１戸あたり ３，８７７千円

なお、広域的又は多角的活用を促進し、施設の機能をより一
層高めるために、補助対象施設の機能を拡張する以下のａから
ｅまでに掲げる、一つないし複数の附帯施設を併せて整備する
場合、ＡからＤまでのタイプ別に当該補助対象限度額を２割増
とする。

・ａメニュー アトリエ、ギャラリー整備
（ 、 ）・ｂメニュー テナント店舗整備 物販施設 体験工房等

・ｃメニュー 景観施設整備（案内板、誘導路、照明等）
・ｄメニュー 情報通信設備（パソコン・タッチパネル

等通信端末を含む）
・ｅメニュー その他、本体施設の機能を拡張するため

に必要不可欠と認められる施設
実 施 主 体 ・過疎地域市町村

・構成市町村の半数以上が過疎地域市町村である広域市町村
圏の一部事務組合等

補 助 率 １／３以内
事業実施期間 ２ヵ年度以内
平成２０年度 ３０５，８９２千円
予 算 額

要綱・要領等 地域間交流施設整備事業費補助金交付要綱

担当部局等 総務省自治行政局地域振興課過疎対策室
TEL 03-5253-5111（内5536）
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総－２－①

事 業 名 情報通信格差是正事業

（民放テレビ放送難視聴等解消施設整備事業）

趣 旨 ・ 目 的 民放テレビ放送の難視聴解消を図るために、市町村が難視聴

等解消施設を設置する場合、国が所用経費の一部を補助するこ

とにより情報通信格差の是正を図る。

事 業 内 容 民放テレビ放送が１波も良好に受信できない地域（難視聴地

概 域）において、その解消のための施設を整備する市町村に対し

て、所用経費の一部を補助する。

要 ○民放テレビ放送難視聴解消施設整備事業

実 施 主 体 市町村

補 助 率 １／３、１／４

事業実施期間

平成２０年度 ３１百万円

予 算 額

要綱・要領等 情報通信格差是正事業費補助金交付要綱

担 当 部 局 等 総務省情報通信政策局地上放送課

（内 ）TEL03-5253-5111 5793
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総－２－②
事 業 名 情報通信格差是正事業

（地域イントラネット基盤施設整備事業）
、 、 、 、 、趣旨・目的 地域の教育 行政 福祉 医療 防災等の高度化を図るため

学校、図書館、公民館、市役所などを高速・超高速で接続する
地域公共ネットワークの整備に取り組む地方公共団体等を支
援。

事 業 内 容 学校、図書館、公民館、市役所などを高速・超高速で接続す
概 る地域公共ネットワークを整備することにより、電子自治体を

推進するとともに、市町村合併の推進等を重点的に支援。
要 （概要図）

実 施 主 体 都道府県、市町村、第三セクター及び複数の地方公共団体の
連携主体

補 助 率 ① 離島の場合 ２／３
② 都道府県、市町村単独の場合及び都道府県、政令市、中

核市から成る連携主体の場合 １／３
（ただし、合併年度及び③ ①②以外の連携主体、合併市町村

の場合及び沖縄県、沖縄県内のこれに続く一年度に限る ）。

市町村 １／２
④ 第三セクターの場合 １／４

事業実施期間 単年度
平成２０年度 ３，３６５百万円
予 算 額

要綱・要領等 情報通信格差是正事業費補助金交付要綱

担当部局等 総務省 情報通信政策局 地方情報化推進室
TEL 03-5253-5111（内5757)
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総－３
事 業 名 地域情報通信基盤整備推進交付金

趣旨・目的 地域の特性に応じた情報通信基盤の整備を支援し、地域間の
情報格差（デジタルディバイド）を是正することにより、地域
住民の生活の向上及び地域経済の活性化を図る。

事 業 内 容 サービスの種別による事業の区分を廃し、ケーブルテレビ、
概 ＡＤＳＬ、ＦＷＡなど地域間の情報格差是正に必要となる施設

を幅広く支援の対象とすることにより、地域の柔軟かつ効率的
要 なＩＣＴ基盤整備を推進する。

（概要図）

実 施 主 体 市町村、第三セクター及び複数の地方公共団体の連携主体
（実施地域）
補 助 率 ① 条件不利地域（過疎、辺地、離島（奄美及び小笠原を含

む 、半島、山村、豪雪及び沖縄県のこれらに類する地。）
域）に該当する市町村 １／３

② ①を含む合併市町村又は連携主体（合併が行なわれた日
の属する年度及びこれに続く３年度に限り交付対象とす
る） １／３

③ 第３セクター法人 １／４
事業実施期間 単年度
平成２０年度 ６，２００百万円
予 算 額

要綱・要領等 地域情報通信基盤整備推進交付金交付要綱

担当部局等 総務省情報通信政策局地域通信振興課地方情報化推進室
TEL 03-5253-5111（内5757）
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総－４－①

事 業 名 無線システム普及支援事業

（携帯電話等エリア整備事業）

趣旨・目的 携帯電話等は国民生活に不可欠なサービスとなりつつある

が、地理的な条件や事業採算上の問題により利用することが困

難な地域があり、それらの地域において携帯電話等を利用可能

とし、普及を促進することにより、電波の利用に関する不均衡

を緩和し、電波の適正な利用を確保することを目的とする。

事 業 内 容 地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島など）

概 において、市町村が携帯電話等の基地局施設（鉄塔、無線設備

等）を整備する場合や、公益法人が基地局の開設に必要な伝送

要 路施設（光ファイバ等）を整備する場合に、当該基地局施設や

伝送路の整備費用に対して補助金を交付します。

補助率 ：１／２（世帯数が 未満の場合２／３）100

実 施 主 体 地方自治体または公益法人

補 助 率 １／２（世帯数が100未満の場合２／３）

事業実施期間 単年度

平成２０年度 ５，８８０百万円

予 算 額

要綱・要領等 電波遮へい対策事業費等補助金交付要綱

担当部局等 総務省総合通信基盤局電波部移動通信課

TEL 03-5253-5111（内5894)
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総－４－②
事 業 名 無線システム普及支援事業（地上デジタル放送への完全移行

のための送受信環境整備事業）

趣旨・目的 地上放送のデジタル化の達成に必要な送受信環境の整備を通
じ、２０１１年のデジタル完全移行を確実なものとし、もって
電波の有効かつ公平な利用を確保する。

事 業 内 容 ① デジタルテレビ中継局の整備支援
概 条件不利地域において放送事業者が自力建設困難な地上デ

ジタルテレビ中継局の整備を行う者に対して、国がその整備
要 費用の一部を補助。

② 共聴施設の整備支援
山間部等において地上デジタルテレビ放送を受信するため

に共聴施設を整備する者に対して国がその整備費用の一部を
補助。

※ これらの他に、地方公共団体が実施主体ではないがデジタル混信対策、デ

ジタル受信相談体制の整備がある。

実 施 主 体 ① 都道府県、市町村、公益法人又は放送事業者
（実施地域） （条件不利地域のみ ）。

② 市町村又は共聴組合

補 助 率 １／２
（②のうち有線共聴施設の場合は、各世帯当たりの費用が３万
５千円を超える場合が補助対象 ）。

事業実施期間 単年度
平成２０年度 ５，１９０百万円
予 算 額

要綱・要領等 電波遮へい対策事業費等補助金交付要綱

担当部局等 総務省情報通信政策局
① 地上放送課

TEL 03-5253-5111（内5791）
② デジタル放送受信推進室

TEL 03-5253-5111（内5949）
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総－５

事 業 名 電気通信基盤充実臨時措置法に基づく利子助成

趣旨・目的 ２０１０年度までにブロードバンド基盤の全国整備等を図るた

め、電気通信事業者等が実施する加入者系光ファイバ網等の基盤整

備事業のための資金の借入れに対し、電気通信基盤充実臨時措置法

（基盤法）に基づき利子助成を実施。

事 業 内 容 高度通信施設等の整備のために対象設備の取得に必要な資金の借

概 入れを行う場合、日本政策投資銀行から低利融資（高度デジタル特

利融資）を受けることができ、また、当該低利融資を受ける場合、

要 その利払いに充てる費用の一部について、独立行政法人情報通信研

究機構（ＮＩＣＴ）から利子助成金を交付（※ 。）

※ 平成２０年１０月からの日本政策投資銀行の民営化に伴い、本

助成制度の改正を検討中。

【利子助成対象設備】

① 高度通信施設整備事業

端末系光幹線路、端末系光端局装置、光端末回線装置、デジタ

ル加入者回線多重化装置、デジタル加入者回線信号分離装置、

加入者系無線アクセス通信用無線設備、ケーブルモデム

② 高度有線テレビジョン放送施設整備事業

光幹線路、デジタル送信用光伝送装置、受信用光伝送装置

実 施 主 体 基盤法に基づく認定を受けた電気通信事業者等

補 助 率 ① 利子助成幅：最大２．０％

利子助成幅 ② 下限金利（利子助成後の金利）（ ）

融資当初５年間 ６年目以降

・振興山村等条件不利地域(※1) 1.6％（※2） 2.1％

・その他の地域 2.0％ 2.5％

※１ 過疎、辺地、離島、半島、振興山村、特定農山村及び豪雪地帯

のいずれかの地域

※２ 当該融資が行われた日において、償還期間、据置期間及び

償還方法が当該融資に相当する財政融資資金貸付の金利が

、 。1.6％を下回る場合は 当該財政融資資金貸付の金利とする

事業実施期間 対象融資の償還期間（15年以内）の範囲内

平成２０年度

予 算 額 独立行政法人情報通信研究機関（ ）から利子助成金を交付NICT

要綱・要領等 施設整備事業を推進するための基本的な指針（平成三年六月一日郵

政省労働省告示第一号）

担当部局等 総務省総合通信基盤局電気通信事業部高度通信網振興課

TEL 03-5253-5111（内5866)
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総－６

事 業 名 地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業

趣旨・目的 地域経済の活性化や少子高齢化への対応、地域コミュニティの再

生や安心・安全の確保等、地域の具体的提案に基づき設定された課

題について、ＩＣＴの利活用を通じてその解決を促進するための取

組を委託事業として実施することにより、地域のユビキタスネット

化とその成果を踏まえたＩＣＴ利活用の普及促進を図る。

事 業 内 容 地方公共団体等に対し、 の利活用による地域課題の解決や住ICT
概 民の利便性の向上に資する汎用的な 利活用モデルの構築（企ICT

画、設計、開発等）を委託する。

要 委託先は、モデルの構築後その成果物を国に提出し、国はその成

果物を必要に応じて他の団体に提供することにより、モデルの全国

展開を図る。

（概要図 ））

実 施 主 体 都道府県、市区町村

補 助 率 －

（ ）利子助成幅

事業実施期間 ３年間

平成２０年度 １，８００百万円

予 算 額

要綱・要領等 －

担当部局等 情報通信政策局 地域通信振興課

(内 )TEL 03-5253-5111 5756
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総－７－①
事 業 名 過疎地域集落等整備事業費補助金のうち

過疎地域集落再編整備事業
趣旨・目的 人口の著しい減少及び高齢化の進展等によりその基礎的条件

が著しく低下した集落又は基礎的な公共サービスの確保が困難
な地域に孤立散在する住居について、基礎的な集落等への移転
事業及び季節居住団地整備を行う。また、地域の若者や都市部
からのＵＪＩターン者等を含めた定住を促進するため、基幹的
な集落等において定住促進団地整備を行う。

事 業 内 容 １ 集落等移転事業
概 基礎的条件が著しく低下した集落又は孤立散在する住居を

基幹的な集落等に移転させるために必要な経費に対して補助
要 を行う。

２ 定住促進団地整備事業
地域における定住を促進するため、基幹的な集落等に住宅

団地を造成するために必要な経費に対して補助を行う。

３ 季節居住団地整備事業
漸進的な集落移転を誘導するための季節居住団地を造成す

るために必要な経費に対して補助を行う。

４ 定住促進空き家活用事業
地域の空き家を活用し、地域における定住を促進するため

して補助を行う。の、空き家の改修に必要な経費に対
実 施 主 体 過疎地域市町村

補 助 率 １／２以内

事業実施期間 ２カ年度以内
平成２０年度 １９０，７０３千円
予 算 額

要綱・要領等 過疎地域集落等整備事業費補助金交付要綱

担当部局等 総務省自治行政局地域振興課過疎対策室
TEL 03-5253-5111（内5536)
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総－７－②
事 業 名 過疎地域集落等整備事業費補助金のうち

過疎地域等自立活性化推進事業
、 、趣旨・目的 過疎地域においては 人口減少と少子・高齢化の一層の進行

地域産業の衰退、医師不足、維持が困難な集落の増加といった
課題に直面している。このような厳しい現状を踏まえ、空き家
活用等によるＵ・Ｉターン者対策、集落の活性化、生活のため
の身近な「足」の確保（地域内交通対策）など、過疎地域にお
いて緊急に講ずべき対策に対して支援を行う。

事 業 内 容 過疎地域における喫緊の諸課題に対応するための事業に対す
概 る助成

①空き家を活用したＵ・Ｉターン者対策
要 ②集落の活性化対策

③地域内交通対策
④コミュニティビジネスの育成
⑤交流居住プログラムの実施 等

実 施 主 体 都道府県
過疎地域市町村
構成市町村の半数以上が過疎地域市町村である広域市町村圏
の一部事務組合等

補 助 率 １／２以内

事業実施期間 単年度
平成２０年度 ５５，１２５千円
予 算 額

要綱・要領等 過疎地域集落等整備事業費補助金交付要綱

担当部局等 総務省自治行政局地域振興課過疎対策室
TEL 03-5253-5111（内5536)
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文－１

事 業 名 豊かな体験活動推進事業

児童生徒の豊かな人間性や社会性を育むため、農山漁趣 旨 ・ 目 的

村での宿泊体験活動をはじめとして、自然の中での長期

宿泊体験活動や社会奉仕体験活動など、他校のモデルと

なる様々な体験活動を実施する学校を指定し、その成果

を全国に普及させることにより、小・中・高等学校等に

おける豊かな体験活動を推進を図る。

① 児童生徒の輝く心育成事業～ふれあい応援プロジェクト～事 業 内 容

小・中学校を指定し、命の大切さを学ばせる体験活動を実概

施（６校）

② 高校生の社会奉仕活動推進校要

高等学校等を指定し、社会奉仕体験活動を実施（６校）

③ 農山漁村におけるふるさと生活体験推進校

小学校等を指定し、農山漁村において一週間程度の宿泊体

験活動を実施（２３５校）

※ 文部科学省・農林水産省・総務省の 省が連携した「子3
ども農山漁村交流プロジェクト」として実施。平成２０年

度は、農林水産省が指定する受入モデル地域と連携し、小学

生の農山漁村での長期宿泊体験をモデル的に実施する。

④ 学校における人間力向上のための長期宿泊体験活動推進

プロジェクト～仲間と学ぶ宿泊体験教室～

・中・高等学校を指定し、集団宿泊活動を通じて様々な体小

験活動を実施（６校）

各地域に設置する体験活動推進協議会やブロックごとに開催す

る交流会等により、モデル校における上記の取組の成果を全国

に普及する。

実施主体 都道府県・政令指定都市教育委員会等

補助率 委託費

事業実施期間 平成１４年度～

平成２０年度 １，０１２，０７８千円

予 算 額

TEL 03-6734-3298担 当 部 局 等 文部科学省初等中等教育局児童生徒課
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文－２

事 業 名 青少年体験活動総合プラン

（平成19年度までの「省庁連携体験活動ネットワーク推進プロ

ジェクト」と「青少年の意欲向上・自立支援事業」を統合）

趣 旨 ・ 目 的 次代を担う自立した青少年の育成を図るため、小学校におけ

る自然体験活動の指導者養成等必要な支援に取り組むととも

に、都市と農山漁村の青少年が相互に交流する事業、省庁連携

による地域ネットワーク型の体験活動、廃校を活用した生活体

験の事業等、体験活動の機会や場を開拓する取組を推進する。

事 業 内 容 （１）小学校長期自然体験活動支援プロジェクト

概 ①自然体験活動指導者養成事業

・小学校が実施する1週間の自然体験活動を支援するため、

要 全体指導者と補助指導者を養成する。

②小学校自然体験活動プログラム開発事業

・小学校が実施する1週間の自然体験活動を充実するため、

青少年教育施設や青少年団体、民間自然学校等が行う特色

あるプログラム開発を推進する。

（２）青少年の課題に対応した体験活動推進プロジェクト

①意欲を育む自然体験推進事業

・自立に支援を要する青少年の体験活動、青少年の発達段階

に応じた自然体験や、今後必要とされる指導者の在り方な

どについて、調査研究を実施する。

②多様な場を活用した生活体験推進事業

・都市と農山漁村の青少年が相互に交流する事業や、関係省

庁の連携による地域ネットワーク型の体験活動、廃校を活

、 。用した生活体験の事業等 体験活動の機会や場を開拓する

実 施 主 体 都道府県・政令指定都市教育委員会 等

補 助 率 委託費

事業実施期間 平成２０年度～

平成２０年度 ２６４，３５３千円

予 算 額

要綱・要領等 青少年体験活動総合プラン委託要綱

青少年体験活動総合プラン委託要領

担 当 部 局 等 文部科学省スポーツ・青少年局青少年課事業係

TEL 03-6734-2056
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文－３

事 業 名 ふるさと文化再興事業

趣 旨 ・ 目 的 地域において守り伝えられてきた祭礼行事、民俗芸能、伝統

工芸等の個性豊かな伝統文化の継承・発展を図るため、伝統文

化保存団体等が実施する伝統文化の保存・活用のための事業を

支援する。

事 業 内 容 地域の伝統文化の一体的・総合的な保存・活用のためのマス

概 タープランを策定し、これに基づき、伝統文化保存団体等が実

施する伝承者等の養成、用具等の整備、映像記録等の作成など

要 伝統文化の継承・発展のための事業を支援する。

採 択 要 件 都道府県が策定するマスタープランに基づき伝統文化保存団

体等が行う事業を採択する。

実 施 主 体 地域の伝統文化の保存・活用を図ることを主たる目的とする

団体

事業実施期間 １年以内

平成２０年度 ５０１，６５８千円

予 算 額

担 当 部 局 等 文化庁文化財部伝統文化課 (内線 )TEL03-5253-4111 2871
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文－４

事 業 名 伝統文化こども教室事業

趣 旨 ・ 目 的 次代を担う子どもたちに対し、土・日曜日などにおいて、学

校、文化施設等を拠点とし、民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本

舞踊、武道、茶道、華道などを計画的、継続的に体験・修得で

きる機会を提供する事業などを行う。

事 業 内 容 次代を担う子どもたちに対し、土・日曜日などにおいて、学

概 校、文化施設等を拠点とし、民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本

舞踊、武道、茶道、華道などを計画的、継続的に体験・修得で

要 きる機会を提供する。

採 択 要 件 文化庁から委託された団体が、事業計画を募集し、選考委員

会により選定する。

実 施 主 体 本事業を実施するために必要な基盤を有する組織・団体

事業実施期間 １年以内

平成２０年度 １，９９４，４６８千円

予 算 額

担 当 部 局 等 文化庁文化財部伝統文化課 (内線 )TEL03-5253-4111 2871



- 64 -

文－５

事 業 名 重要文化的景観保護推進事業

人と自然の関わりの中で形作られた文化的景観には、我が趣 旨 ・ 目 的

国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないも

のであるが、近年の開発、過疎化等により急速に消滅しつつ

ある。

このため、都道府県又は市町村が行う修理や管理など保存

のために必要な措置に支援することで、適切な保存と確実な

継承を推進する。

都道府県又は市町村が文化的景観の保存活用のために行う事 業 内 容

事業に対し支援する。概

① 文化的景観の歴史的変遷、自然的環境及び生業・生活等

の調査事業要

② 重要文化的景観の選定に向けた保存計画策定事業

③ 重要文化的景観の構成要素となる物件の復旧修理及び修

景等の整備事業

④ 地域住民等が参加する勉強会や公開講座等の普及・啓発

事業

実 施 主 体 地方公共団体

補 助 率 ５０％

事業実施期間 平成１７年度～

平成２０年度 ８０，０００千円

予 算 額

要綱・要領等

TEL 03-6734-2876担 当 部 局 等 文化庁文化財部記念物課企画調整係
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厚－１

事 業 名 長期休暇の普及促進

趣旨・目的 労働時間、休日、休暇等の設定を、労働者の健康と生活に配

慮した多様な働き方に対応したものへ改善していくことが重要

との観点から、労働時間等設定改善法に基づき、計画的付与制

度の普及等による年次有給休暇の取得促進に重点を置いた労働

時間等の設定の改善に係る取組を推進する。

事 業 内 容 １ 労働時間等設定改善推進助成金の支給

概 労働時間等の設定の改善（年次有給休暇の計画的付与制度

の導入又は連続休暇の取得促進等）を団体的取組として行う

要 中小企業団体に対し助成を行う。

２ 仕事と生活の調和のとれた働き方の普及促進に関するシン

ポジウムの開催

事業主等に対する仕事と生活の調和に資する働き方の普及

に向けた意識啓発のため、シンポジウムを開催し社会的気運

の醸成を図る。

実 施 主 体 民間団体

事業実施期間 平成１８年度～

平成２０年度 ５５４，６１１千円

予 算 額

要綱・要領等 労働時間等設定改善推進助成金支給要領、仕事と生活の調和

のとれた働き方の普及促進に関するシンポジウム開催要綱

TEL 03-3502-1599担当部局等 厚生労働省労働基準局勤労者生活部企画課
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厚－２

事 業 名 ワークシェアリングの推進

趣旨・目的 少子高齢化、経済・産業構造の変化などが急速に進展する中

で、これまでの働き方やライフスタイルを見直し、多様な働き

方が可能となるような社会の実現が求められているため、多様

就業型ワークシェアリングの積極的な導入を推進する。

事 業 内 容 公正な処遇と長期雇用が保障された「短時間正社員制度」に

概 ついて、企業が実際に導入に向けた検討を行うことができるよ

う、具体的制度内容の理解を促進するための総合的な取組を実

要 施する。

実 施 主 体 厚生労働省

事業実施期間 平成２０年度～

平成２０年度 ３９，４９８千円

予 算 額

要綱・要領等

担当部局等 厚生労働省政策統括官付労働政策担当参事官室

TEL 03-3502-6726

厚生労働省雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課

TEL 03-3595-3273
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厚－３

事 業 名 リウマチ・アレルギー対策

趣旨・目的 リウマチ、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症等の免疫

・アレルギー疾患を有する患者は、国民の３０パーセントにの

ぼるといわれており、放置できない重要な問題になっている。

このため、それぞれの研究事業を行うとともに、行政機関及

び国民に対し適切な予防方法及び治療方法の普及啓発に努め

る。

事 業 内 容 １ 免疫アレルギー疾患に関する研究等の推進

概 リウマチ、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症等の免

疫アレルギー疾患の病因及び病態の解明、治療法等の開発に

要 関する研究の推進を図る。

２ 免疫アレルギー疾患に関する正しい知識の普及

免疫アレルギー疾患に対する正しい情報を整理し普及する

こと等を目的として、疾患に関する情報の収集・整理を行う

とともに、地域における相談体制を整備するため、保健師等

従事者を対象とした相談員養成研修を開催しているところで

ある。

３ 免疫アレルギー疾患に関する医療の提供

喘息死を減少させることを目的に、患者による自己管理の

徹底、かかりつけ医を中心とした医療連携体制の確保を推進

する。

実 施 主 体 １、２ 厚生労働省

３ 都道府県

補 助 率 ３ １／２

事業実施期間 １ 平成２０年度

２ 平成２０年度中 開催予定

３ 平成２０年度～平成２１年度

平成２０年度 １，２５９，７０６千円

予 算 額

要綱・要領等 １ 平成２０年度厚生労働科学研究費補助金公募要項

２ 平成２０年度リウマチ・アレルギー相談員養成研修会

実施要綱

３ リウマチ・アレルギー特別対策事業実施要綱

TEL 03-3595-2249担当部局等 厚生労働省健康局疾病対策課
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厚－４

事 業 名 農林業等就職促進支援事業

趣旨・目的 近年、農業生産法人の増加に伴い、公共職業安定所における

関係求人及び求職者数が増加傾向にあるとともに、最近の都市

生活者の自然及び地方生活への関心の高まり等を背景に、大都

市圏求職者の地方への移動を含めた農林業等への就職・就業の

ニーズが高まっている。

このため、きめ細かな職業相談、全国からの農業等関係求人

情報の管理、農業等関係団体との連携等を実施し、大都市圏求

職者の円滑な地方移動を支援し、雇用の安定を図っていく。

また、農林水産省と連携し、失業者の希望や能力に応じ、多

様な農林業等における就業及び就農等の実現を図っていく。

さらに、農林水産省との連携により、フリーター等の若者に

対し職業指導を通じて、農業で働くことについての意識の明確

化を図るとともに、農業への就業を希望する者に対しては、情

報提供や農業研修のあっせん等により農業への就業の支援を行

う。

事 業 内 容 １ 情報提供・職業紹介に係る体制の整備

概 ① 「就農等支援コーナー （４７か所）の的確な運営、都」

道府県新規就農相談センターとの情報交換、相互訪問の実

要 施

② 「農林業等就職相談コーナー （３か所）の的確な運営」

２ フリーター等の若者に対する農業就業の支援

①自営就農支援機関等との連絡調整会議の開催

②農業就業等に係る総合的な情報の収集・提供

③個人ごとの状況・希望に応じた農業就業支援情報の提供

④きめ細かな職業相談、農業研修等のあっせん、個別求人

開拓の実施等

３ 農林業等情報提供事業（委託事業）の実施

メールマガジンの発行、ホームページの充実

実 施 主 体 １、２ 厚生労働省

３民間団体

事業実施期間 平成１１年度～

平成２０年度 ３６，７０９千円

予 算 額

要綱・要領等 農林業等情報提供事業（電子情報の提供）実施要領（３に関

してのみ ）。

担当部局等 厚生労働省職業安定局雇用開発課農山村雇用対策室

TEL 03-3502-6776
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厚－５

事 業 名 地域雇用創造推進事業

趣旨・目的 雇用情勢が厳しい中で雇用創出に向けた地域の意欲が高い

地域（自発雇用創造地域）の協議会から提案された雇用対策の

事業の中から、コンテスト方式により雇用創造効果が高いもの

を選抜し、支援を行う。

事 業 内 容 地域再生計画や各府省の支援メニュー、地方自治体における

概 産業振興施策との連携の下に、自発雇用創造地域による自主性

・創意工夫ある地域の雇用創造にかかる取組を促進するため、

要 自発雇用創造地域内の市町村、経済団体等から構成される協議

会の提案により、求職者の雇用機会の創出に資する能力開発や

就職促進等を内容とする事業を、当該協議会に委託して実施す

る。

実 施 主 体 協議会等

事業実施期間 平成１９年度～

平成２０年度 ４，５８５，０４０千円

予 算 額

要綱・要領等 「地域雇用創造推進事業実施要領」

TEL 03-3593-2580担当部局等 厚生労働省職業安定局地域雇用対策室
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厚－６

事 業 名 地域雇用開発助成金等

趣旨・目的 地域雇用開発促進法に基づく雇用開発促進地域その他の雇用

開発が必要な地域において、創業への支援も含め、事業所の設

置・整備に伴い地域の求職者を雇い入れる事業主等に対して助

成する。

事 業 内 容 以下の奨励金を支給する。

概 ・雇用開発奨励金

雇用開発促進地域その他の雇用開発が必要な地域における

要 事業所の設置・整備及び地域求職者等の雇入れを支援。

・中核人材活用奨励金

雇用開発促進地域における中核人材の受入れ及び地域求職

者の雇入れを支援。

・沖縄若年者雇用促進奨励金

沖縄県の区域内に居住する３５歳未満の求職者の雇入れを

支援。

・地方再生中小企業創業助成金

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域における創業にかか

る創業経費及び雇入れを支援。

実 施 主 体 厚生労働省

事業実施期間 平成１９年度～

平成２０年度 ５，６００，０５５千円

予 算 額

要綱・要領等 地域雇用開発助成金支給要領

TEL 03-3593-2580担当部局等 厚生労働省職業安定局地域雇用対策室
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厚－７

事 業 名 地方就職等支援事業

趣旨・目的 近年の都市生活者の地方生活への関心の高まりに対応し、

また、地方における人材不足の解消を図るため、引き続き、地

方就職希望者に対する相談・援助や広域職業紹介等を実施する

ことにより人材の地方への移動促進を図る。

また、団塊世代の高齢化に伴いＵ・Ｉターンにより就業や起

業を目指す高年齢者が増加することが見込まれること等も踏ま

え、地方の就職や起業に資する幅広い情報提供や、きめ細かな

相談・援助等による受入地域の環境整備を行うなど、事業内容

を充実・強化し 「地方就職等支援事業」として実施する。、

事 業 内 容 １ 地方就職支援コーナーの設置

概 これまでの地方就職支援センターに代わり、東京都、愛知

県及び大阪府の６カ所のハローワークに地方就職支援コーナ

要 ーを設置するとともに 当コーナーに配置する職業相談員 地、 （

方就職支援）による当該地域の地方就職希望者への職業相談

等及び情報の提供を行う。

２ 合同面接会の開催

。地方就職希望者と地方企業との合同就職面接会を開催する

３ ＮＰＯ人材需要調査の実施

４ 地方就職支援選考会の開催

実 施 主 体 厚生労働省

事業実施期間 平成元年度～

平成２０年度 １０５，９５４千円

予 算 額

要綱・要領等 地方就職等支援事業実施要領

TEL 03-3593-2580担当部局等 厚生労働省職業安定局地域雇用対策室
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厚－８

事 業 名 林業雇用改善推進事業

（都市と農山漁村の共生・対流に資するものに限る ）。

趣旨・目的 林業労働は、その特性から季節や天候など自然の制約を受け

やすいこと、林業事業主の経営基盤が脆弱であること等を背景

として、不安定な雇用、他産業に比べ立ち遅れた労働条件や福

祉水準等の問題を抱え、近年においては労働者の減少と高齢化

が進んでいる。

厚生労働省としては、経営改善と一体となった支援により雇

用管理改善を推進するため、中央においては、林業雇用改善促

進事業として、全国規模の広報・啓発、アドバイザーの資質向

上を図るための研修会、職場見学会等を実施することにより、

新規労働力の確保及び就業者の定着を図っていく。また、地方

においては、各地域の実情を踏まえ、きめ細かな雇用改善事業

を実施するため、各都道府県の林業関係者による林業雇用改善

推進会議を開催する。

事 業 内 容 １ 都道府県労働局において林業関係者による林業雇用改善推

概 進会議を開催

２ 林業雇用改善促進事業（委託事業）を実施

要 ① 相談・指導業務

② 林業雇用改善アドバイザー研修会

③ 調査研究事業

④ 職場見学会・職業講習会

⑤ 就職ガイダンス

⑥ 事業体共同説明会

⑦ 広報啓発活動

実 施 主 体 １ 厚生労働省

２ 林業関係事業主団体等

事業実施期間 平成５年度～

平成２０年度 １０９，１２１千円

予 算 額 （都市と農山漁村の共生・対流に資するものに限る ）。

要綱・要領等 林業雇用改善促進事業運営要領（２に関してのみ ）。

担当部局等 厚生労働省職業安定局雇用開発課農山村雇用対策室

TEL 03-3502-6776
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厚－９

事 業 名 林業就業支援事業

趣旨・目的 国土保全、水資源のかん養、地球温暖化の防止等を担う森林

の整備を進める上で林業労働力が必要とされている中、一方で

高齢化の進展等を背景とした林業労働者の減少が続いているこ

とから、林業労働力の確保を促進することを目的として、新た

に林業への就業を希望する求職者を対象に、林業作業の体験等

の講習や職業相談・生活相談を実施し、林業就業に対する意識

の明確化を図ることにより、林業への円滑な就業を支援する事

業を実施する。

事 業 内 容 新たに林業への就業を希望する求職者を対象に、林業就業に

概 対する意識の明確化を図ることができるよう次の１から６まで

を内容とするおおむね２０日間程度の講習等を実施する。

要 １ 林業就業に係る基本的な知識の講習

２ 安全衛生講習

３ 林業関係施設等の見学

４ 林業作業の実地講習

５ 適性診断

６ 職業相談・生活相談

実 施 主 体 林業関係事業主団体等

事業実施期間 平成１７年度～

平成２０年度 ３３２，７６４千円

予 算 額

要綱・要領等 林業就業支援事業実施要領

担当部局等 厚生労働省職業安定局雇用開発課農山村雇用対策室

TEL 03-3502-6776
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経－１

事 業 名 電力生産地・消費地交流事業

電力生産地と電力消費地の次世代層の交流を促進する事業を展開趣旨・目的

し、電力消費地のエネルギー、とりわけ原子力への関心を醸成する

とともに、電力生産地と電力消費地の相互理解を促進する。

「電力生産地・消費地交流事業」を実施し、参加者に対するエネ事 業 内 容

ルギー、とりわけ原子力の現状について理解の促進を通じ、電力生概

産地と電力消費地の交流を実現する。また、事業実施後の、新聞・

テレビ等を通じた事後広報を複数回実施することで、参加者に限定要

されない広範囲への広報を行う。

①交流学習開催時期：８月～１０月

②開催場所： 生産地）北海道泊村（含む岩宇四町村）（

新潟県柏崎刈羽地域、

福島県双葉郡、

福井県嶺南地方、

島根県松江市

（消費地）北海道札幌市

首都圏、

近畿圏

③対象：開催場所の小学校高学年（４～６年生）

④概要：消費地の参加者３０名が生産地へ行き、生産地の参加者

３０名と交流し、原子力発電所を見学し、エネルギー、

とりわけ原子力について学ぶ（一泊二日 。子供達には）

は原子力の必要性、安全性（放射線含む 、発電所立地）

地域の実状について、興味を持って考えてもらうことと

する。

後日、生産地の参加者が消費地へ行き、交流し、原子力

発電の国民生活への貢献について、興味を持って考えて

もらう。参加者は、体験学習で学んだ事を効果的に学習

出来るよう、復習・成果発表などを行う（一泊二日 。）

⑤事後広報の実施：

広く国民各層にエネルギー、とりわけ原子力についての

理解を得るため、この事業の内容等をわかりやすくまと

め、全国へマスメディア広報を行う。

（生産地）北海道泊村（含む岩宇四町村）

…北海道文化放送による番組放映（予定）

新潟県柏崎刈羽地域

…新潟総合テレビによる番組放映（予定）

福島県双葉郡

…福島テレビのよる番組放映（予定）

福井県嶺南地方

…福井テレビのよる番組放映（予定）



- 75 -

島根県松江市

…山陰中央テレビによる番組放映（予定）

（消費地）北海道札幌市

…北海道文化放送による番組放映（予定）

首都圏

…産経新聞東京本社版

段全面広告（フルカラー）30
近畿圏

…産経新聞大阪本社版

段全面広告（フルカラー）30

実 施 主 体 株式会社 産業経済新聞社

事業実施期間 平成２０年４月中旬～平成２１年１月

平成２０年度 ９０，０００千円

予 算 額

担当部局等 経済産業省 資源エネルギー庁

電力・ガス事業部 原子力核燃料立地・サイクル産業課

原子力発電立地対策・広報室

０３－３５０１－２８３０TEL
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経－２

事 業 名 中小商業活力向上事業

趣旨・目的 商店街振興組合、商工会、商工会議所等が行う中小商業の活

性化の取組みで、少子高齢化、安全・安心、生産性向上、農商

工連携などの課題に対応するものを支援し、中小商業の活性化

を図る。

事 業 内 容 商店街の賑わい創出のため、商店街振興組合、商工会、商工

概 会議所等が取り組む事業に対して補助を実施。

補助対象は、商店街等における中小商業の活性化を図るとと

要 もに、①少子高齢化、②安心・安全（災害復旧含む 、③環。）

境・リサイクル、④創業・ベンチャー、⑤地域資源・農商工連

携、⑥生産性向上（集客力向上、 化、物流効率化等）のいIT
ずれかに対応した以下の事業に要する経費とする。

（１）施設整備事業（ハード整備事業）

・中小小売商業振興法等の認定を受けた計画に基づき整備さ

れる施設（コミュニティホール建設・テナントミックス店

舗整備など）

・商店街等を取り巻く様々な社会問題に対応することにより

商店街等の活性化を図るための事業（バリアフリー、環境

リサイクル、防犯対応設備等）

（２）活性化支援事業（ソフト事業）

・商店街等活性化支援

、 、コンセンサス形成事業 福祉・コミュニティビジネス事業

等の実施により、商店街等の活性化を図る事業

・空き店舗活用支援

、 、商店街等の空き店舗等を活用して行う コミュニティ施設

地域農産品のアンテナショップ等を設置・運営する事業

等

採 択 要 件 申請案件について、書面及び必要に応じて事業者の方などか

らヒアリングを実施し、事業の実施体制や事業効果、市町村と

の連携などを審査のうえ採否を決定。

実 施 主 体 商店街振興組合、商工会、商工会議所、ＮＰＯ法人、

社会福祉法人、その他民間事業者等

補 助 率 １／２

事業実施期間 平成２０年４月～平成２１年３月

平成２０年度 ２，９７１，５００千円

予 算 額

担当部局等 経済産業省 中小企業庁庁

経営支援部 商業課 ０３－３５０１－１９２９TEL
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経－３

事 業 名 伝統的工芸ふるさと体験・交流事業

趣旨・目的 学生・社会人等が伝統工芸士の持つ技に直接触れる機会を提

供することにより、技術・技法を継承する必要性の理解を促進

し、伝統的工芸品産業の後継者の確保に資する。

事 業 内 容 伝統的工芸品産地において、都会の学生・社会人等を農山漁

概 村に受け入れ伝統工芸士の持つ技に直接触れるための「ふるさ

と体験工房研修」等や伝統的工芸品体験フェアーの開催等。

要

また、財団法人伝統的工芸品産業振興協会発行の「伝統工芸

品体験工房ガイド」を活用して、全国各地の体験工房のＰＲを

実施。

実 施 主 体 (財) 伝統的工芸品産業振興協会

補 助 率 定額・２／３

事業実施期間 平成２０年度

平成２０年度 ８２６，８８４千円の内数

予 算 額

要綱・要領等 伝統的工芸ふるさと体験・交流事業実施要領

（入手先） 財団法人伝統的工芸品産業振興協会

（電話番号０３－５９５４－６０３３）

担当部局等 経済産業省製造産業局伝統的工芸品産業室

03-3501-3544(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）
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経－４

事 業 名 児童・生徒に対する伝統的工芸品教育事業

趣旨・目的 小学校・中学校・高校の授業の一環として児童・生徒が伝統

工芸士等の職人に直に接する機会を設けて、日本固有の歴史や

、 、文化に対する関心・理解を高め 伝統的工芸品産業だけでなく

日本の芸術文化・伝統文化の継承・発展に貢献。

事 業 内 容 小学校・中学校・高校等に伝統工芸士を派遣して、伝統的工

概 芸品の制作体験談や仕事について話したり、制作体験教室を開

催する。

要

また、財団法人伝統的工芸品産業振興協会発行の「伝統工芸

品体験工房ガイド」を活用して、全国各地の体験工房のＰＲを

実施。

実 施 主 体 (財) 伝統的工芸品産業振興協会

補 助 率 定額

事業実施期間 平成２０年度

平成２０年度 ８２６，８８４千円の内数

予 算 額

要綱・要領等 児童・生徒に対する伝統的工芸品教育事業実施要領

（入手先） 財団法人伝統的工芸品産業振興協会

（電話番号０３－５９５４－６０３３）

担当部局等 経済産業省製造産業局伝統的工芸品産業室

03-3501-3544(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）
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経－５

事 業 名 小規模事業者新事業全国展開支援事業

趣旨・目的 地域の小規模事業者による全国規模のマーケットを狙った新

事業展開を支援するため、商工会・商工会議所等が小規模事業

者と協力して取組む特産品開発等やその販路開拓に対して幅広

く支援を行う。

事 業 内 容 ①特産品開発及び販路開拓支援事業

概 地域の小規模事業者等が取組む、地域の資源を生かした新た

な製品等（特産品など）の開発や改良を行う事業及びその販路

要 開拓又は普及に関する事業に対し、全国各地の商工会・商工会

議所等を通じて総合的に支援を行う。

②販路開拓等支援のための専門家派遣事業

全国商工会連合会及び日本商工会議所が、小規模事業者が行

う新製品の開発や販路開拓等を支援するため、登録された百貨

店のバイヤー等の専門家をアドバイザーとして各地の商工会等

に定期的に派遣する。

③展示会・商談会開催事業

上記の取組等をより効果的にするため、全国商工会連合会及

び日本商工会議所が、百貨店やスーパーの担当者等を招いて、

各地で開発された特産品等を一堂に会した商談・展示会を開催

する。

採 択 要 件 ①の事業に関しては、提出された提案書をもとに、地域資源

の活用方法、目標、事業計画、実施体制などの項目について総

合的に評価し、適当と認められるものについて、予算の範囲内

において採択する。

実 施 主 体 商工会・商工会議所等、全国商工会連合会、日本商工会議所

補 助 率 定額

事業実施期間 平成２０年４月～平成２１年３月

平成２０年度 ２，４６３，４４４千円

予 算 額

TEL 03-3501-2036担当部局等 経済産業省中小企業庁経営支援課
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経－６

事 業 名 地域資源活用売れる商品づくり支援事業

趣旨・目的 地域経済が自立的・持続的な成長を実現していくために、各

地域の「強み」である地域資源（産地の技術、地域の農林水産

品、観光資源）を活用した中小企業の新商品・新サービスの開

発・市場化を支援する。

事 業 内 容 １．地域資源活用売れる商品づくり支援事業

概 地域資源（産地の技術、地域の農林水産品、伝統文化等）を

活用した新商品・新サービスの開発・販売などに取り組み、中

要 小企業地域資源活用促進法の認定を受けた地域の中小企業者、

組合等に対し、試作品開発、デザイン改良展示会出展等に係る

経費の一部を補助

２．地域資源活用販路開拓等支援事業

地域資源を活用した商品・サービスの販路開拓などに取り組

む組合、公益法人等に対し、展示会出展等に係る経費の一部を

補助

採 択 要 件 目的・意義・背景、事業計画、目標等を総合的に評価し、必

要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において採択

する。１．については中小企業地域資源活用促進法の認定が必

要。

実 施 主 体 １．中小企業、組合等

２．組合、公益法人、任意グループ等

補 助 率 １．２／３ ２．１／２

事業実施期間 平成２０年４月～平成２１年３月

平成２０年度 ４，７００，０００千円

予 算 額

担当部局等 経済産業省中小企業庁創業連携推進課

TEL 03-3501-1767
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経－７

事 業 名 地域新事業創出発展基盤促進事業（コミュニティビジネス）

趣旨・目的 地域の様々な社会的課題をビジネスとして解決するコミュニ

ティビジネス（ＣＢ （ソーシャルビジネス（ＳＢ ）を振興） ）

し、新たな雇用と所得の創出、地域活性化を実現する。

事 業 内 容 （１）ＣＢ／ＳＢの認知度向上に向けた啓発・広報及び普及活

概 動の推進、ネットワークの構築、ＣＢ／ＳＢの創出・発展を促

す事業環境の整備

要

（２）地域新事業活性化中間支援機能強化事業

地域でＣＢの起業・発展を支援できる能力ある中間支援機関

を育成するために行う先進的な中間支援機関の活動を支援（先

進的な中間支援機関が実施する地域の中間支援機関に対する研

修・実地支援事業等への支援）

（３）地域新事業移転促進事業

①成功したＣＢが自らのビジネスモデルを他地域へ移転するた

め、自らの事業ノウハウの抽出・テキスト化、他地域のＣＢへ

の活動指導等を支援

②農林水産関連産業の活性化を図るため、農商工連携等に資す

るＣＢの担い手となる人材（ 村おこしに燃える若者等 ）を「 」

発掘・育成する取組を支援

実 施 主 体 民間団体等

補 助 率 （１）委託費

（２ （３）定額補助）

事業実施期間 平成２０年度

平成２０年度 ５６８，３３０千円

予 算 額

担当部局等 経済産業省経済産業政策局

地域経済産業グループ立地環境整備課

03-3501-0645(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）
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経－８

事 業 名 広域・総合観光集客サービス支援事業

趣旨・目的 国際競争力ある観光・集客サービス産業を構築し、中小企業

の観光・集客サービス化による高付加価値化の達成を通じ、地

域経済の活性化に貢献する。

事 業 内 容 観光・集客サービスの競争力向上を図るため、体験プログラ

概 ムの整備等により他の地域との差別化を図るための観光・集客

サービスを提供する共通基盤づくり（地域における体験ルート

要 の整備、案内板の設置、専門ガイドの育成等）の構築に対し支

援する。なお、平成２０年度は、農商工連携による地産地消型

の新たな観光・集客サービスの創出を重点的に推進。

（採択要件）

○複数の地域にまたがる事業者連携（広域性）

○地域の特色ある産業や工場（地場産業・伝統産業等 、商店）

街等の幅広い事業者連携（総合性）

○事業性・戦略性

・申請地域での観光・集客交流事業の問題点、課題を改善・

克服していくか等のビジョンが明確に なっていること

・支援対象となる３カ年の事業計画の流れが５年後を目途と

する事業目標に向け明確に設定されていること 等

○実行体制

・コンソーシアム代表団体に財務・事務管理能力、その他

事業を遂行する能力があること

・コンソ－シアム内で、十分な協力体制が確保できている

か 等

実 施 主 体 コンソーシアム （地域横断・業種横断による企業群）

補 助 率 １／２

事業実施期間 平成２０年４月～平成２１年３月

平成２０年度 ３７６ ９７４千円,
予 算 額

担当部局等 経済産業省商務情報政策局サービス産業課

TEL 03-3501-1790
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経－９

事 業 名 地域産品ＩＴ販路開拓支援事業

趣旨・目的 地域産品の生産者・製造者に対して、ＩＴを活用したネット

直販システムによる販路開拓を支援する。

事 業 内 容 （１）システム構築及びポータルサイトの運営

概 全国共通で使用できるネット直販システムの立ち上げ及

びポータルサイトの立ち上げ・運営事業

要 （２）地域サイト運営事業

（１）のシステムを活用した、地域産品直販サイト運営事

業

採 択 要 件 経済産業省からの公募により （１）や（２）の事業の委託、

先を決定。

実 施 主 体 経済産業省

事業実施期間 平成２０年度

平成２０年度 ２，３００，０００千円の内数

予 算 額

担当部局等 経済産業省商務情報政策局情報政策課

TEL 03-3501-2964
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経－１０

事 業 名 ＩＴ経営応援隊事業

趣旨・目的 情報技術（ＩＴ）を有効に利活用することにより、経営課題

を解決し、生産性の向上等を図る「ＩＴ経営」の実践に取り組

む、地域の中小企業や農林水産業の経営者等を支援する。

事 業 内 容 国、地方自治体、中小企業支援機関、ＩＴコーディネータ等

概 専門家、情報サービス関連企業、金融機関等による、官民連携

の支援ネットワーク「ＩＴ経営応援隊」を通じて、中小企業や

要 農林水産業の経営者等を対象に、ＩＴ経営の実践に必要な手法

を学ぶための研修会を開催するほか、それらの経営者等の参考

になるようなＩＴ経営の成功事例を収集し、情報提供を行う。

、 「 」 、また 全国９地域に展開する 地域ＩＴ経営応援隊 により

セミナーや事例発表会の開催、個別指導の実施など、地域や産

業の特性に応じたきめ細かな支援を行う。

実 施 主 体 民間事業者等

事業実施期間 平成２０年４月～平成２１年３月

平成２０年度 ８３０，６４４千円の内数

予 算 額

TEL03-3501-2646担当部局等 経済産業省商務情報政策局情報処理振興課
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経－１１

事 業 名 地域企業立地促進等補助事業

趣旨・目的 企業立地促進法に基づき、地方公共団体を始めとした地域が

主体的かつ計画的に行う企業立地の促進等による地域における

産業集積の形成及び活性化のための取組を支援する。

事 業 内 容 １）基本計画策定支援（地域産業活性化協議会活動支援事業）

概 ・市町村と都道府県が地域の経済界等と連携して地域産業活

性化協議会を設置し、企業立地促進法に基づく基本計画を

要 策定するために必要な事業

２）企業誘致活動支援（産業立地支援事業）

・国の同意を受けた基本計画を推進するため、企業誘致等の

専門家を活用した情報発信や個別の誘致活動を行う事業

３）企業誘致前人材育成支援（人材養成等支援事業）

・国の同意を受けた基本計画を推進するため、誘致等対象産

業のニーズを踏まえ、企業立地又は事業高度化につながる

地域の人材養成、セミナー等を地域の教育機関や民間企業

等を活用して行う事業

４）企業誘致後人材育成支援（立地産業人材育成支援事業）

・都道府県の承認を受けた企業立地計画等に沿って新規立地

等を行う企業の新規採用者等に対して行う研修等事業

実 施 主 体 企業立地促進法に基づき、企業立地促進等に取り組む地域産

業活性化協議会（法人格を有する公益法人、商工団体、３セク

等）

補 助 率 １ 、２ 、４）については、２／３補助） ）

３）については、定額（ ）補助10/10
事業実施期間 平成２０年度

平成２０年度 ３，０４５，５７０ 千円

予 算 額

担当部局等 経済産業省経済産業政策局

地域経済産業グループ立地環境整備課

03-3501-0645(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）
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国－１

事 業 名 集落活性化推進事業

趣旨・目的 人口減少や高齢化が先行・加速する地方の条件不利地域（過

疎、山村、半島、離島、豪雪地域）において、定住人口・滞在

人口の流出抑制を図るため、既存の公共施設を支援することを

目的とする。

事業内容

概 ・対象地域

過疎、山村、半島、離島、豪雪の各法指定地域

要 ・補助対象

既存の公共施設を再編・再生する事業であって、以下の

いずれかに該当する事業の実施に必要な施設の整備及び当該

施設整備と一体的な調査等。

ア）地域ストック再編事業

地域住民に対する様々な公益サービス機能を維持するた

め、既存施設の集約化によるワンストップサービスの実現

やコスト低減を図る事業

イ）地域ストック再生事業

、 、 、地域ストックの再生・活用により 農林漁業 伝統工芸

コミュニティビジネス等地域産業の活性化又は地域と地域

外との交流の活発化を図る事業

実施主体 対象地域を含む市町村等

（補助事業）

補助率 以内1/2

事業実施期間 平成２０年度より

平成２０年度 ４００百万円

予 算 額

03-5253-8404担当部局等 国土交通省都市・地域整備局地方整備課 ℡：
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国－２

事 業 名 離島地域人材育成等支援事業

趣旨・目的 離島における「価値ある地域差」を活かした離島振興を担う

人材の育成や人と人の繋がりが必要であるということから し、「

」 、まづくりサポーター育成支援に関する調査 を過年度に実施し

島づくりのために島の外部の人材発掘について支援してきたと

ころである。

本事業においては 離島住民が地域資源を発掘することで 価、 「

値ある地域差」を発揮し、それを島づくりに繋げていく人材の

育成が離島振興に必要であるという観点から、前調査の成果も

利活用しつつ、新たなメニュを作成して人材育成に関する支援

事業を実施するものである。

調査内容 １．離島における人材育成支援のあり方についての研究

概

２．元気な島を実現する取り組みへの支援（ケーススタディ）

要 地域住民のアイデアを実行

３．情報提供ネットワーク支援

しまづくりサポーターDBの活用

４．人材育成支援モデル事業

平成２０年度 ６百万円

予 算 額

担当部局等 国土交通省都市・地域整備局離島振興課

℡：03-5253-8421



- 88 -

国－３

事 業 名 「離島の総合交流推進」支援事業(アイランダー）

趣旨・目的 全国の離島が一体となって離島の持つすばらしさをアピール

するとともに、都市部居住者からの「離島の情報をもっと知り

たい」という要望に応えることにより、交流人口の増加、Ｕタ

ーン、Ｉターンの促進を通じて離島地域の活性化を図る。

事 業 内 容

概 １．平成20年度「アイランダー」の開催

要 「島と島の交流 「島と都市との交流 「島と海外との交」、 」、

流」をコンセプトとして、全国の離島が一体となって離島の持

つ魅力をＰＲするために、東京において各離島住民が参加、交

流を行う大規模なフォーラム(アイランダー）を開催する。

開催地：東京都内

開催時期：平成２０年１１月

参加自治体：全国の離島 約１００島

２．アイランダー・フォローアップ調査の実施

平成５年度から 年度までの 回の”アイランダー”開19 15
催の成果をフォローアップする。

平成２０年度 １７百万円

予 算 額

担当部局等 国土交通省都市・地域整備局離島振興課

℡：03-5253-8421



- 89 -

国－４

事 業 名 離島におけるＵＪＩターン支援モデル調査

趣旨・目的 離島地域において、団塊世代やニート・フリーター等に対

する定住対策や就業の促進、雇用創出等を通じた人生の再チャ

レンジを支援するための調査、及び、離島における海洋性気候

等の恵まれた環境を活用した人生の再チャレンジの環境整備と

してのアイランドテラピー（健康増進ニーズに対応する保養・

療養地づくり等）推進のための調査を行うことにより、離島の

定住人口・交流人口が増加する等今後の離島地の活性化に資す

るものである。

事 業 内 容 １．人生再チャレンジ支援のための調査

概 ・ 離島居住後の受入体制整備等の支援の検討

・ 雇用創出のための離島産品の販路拡大促進

要 （国際的な食品の専門展示会であるフーデックスへの離

島出展参加の促進を市場実験として実施、その成果を

検証）

２．観光振興ためのアイランドテラピーの推進

・アイランドテラピーの効能・効果の科学的検証調査

・検討委員会開催、マニュアル・パンフレットの作成等によ

る全国的な啓発活動

・モデル地域における健康体験プログラムの作成と試行

（トレッキング、海水温浴、食育、祭り等）

３．スポーツアイランド構想の推進

・離島をスポーツやその練習の拠点とし、離島の知名度向上

やそれに伴う集客力強化を図り、定住・交流を促進。

４．離島へのＵＪＩターンの先達 人への追跡調査1,000
・離島へＵＪＩターンした人、断念した人等へのアンケート

調査及び取材。

平成２０年度 １９百万円

予 算 額

担当部局等 国土交通省都市・地域整備局離島振興課

℡：03-5253-8421
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国－５

事 業 名 離島と都市の共生・対流に関する調査

趣旨・目的 離島地域と都市住民との交流の促進を図るため、地方都市

において離島の魅力の情報発信を行うフォーラムを開催すると

ともに、アンケート調査等により地方都市住民の離島へのニー

、 。ズの把握を行う等 今後の離島地域の活性化に資するものである

事 業 内 容

概 平成20年度は 「しまづくりキャラバン」を大阪にて開催、

要 ・ 離島の伝統工芸・伝統芸能の紹介

・ 離島特産品の販売

・ 離島住民と都市住民との情報交換会

・ Iターン、Uターン情報の提供

・ 離島に対するニーズ等アンケート調査等による地方都市住

民の離島情報に関する調査及び離島へのニーズ把握調査

開催時期：平成２０年５月

開 催 地：大阪府大阪市

参加自治体：全国の離島 約２０島

平成２０年度 ４百万円

予 算 額

担当部局等 国土交通省都市・地域整備局離島振興課

℡：03-5253-8421
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国－６

事 業 名 ＵＪＩターン支援プロジェクト

趣旨・目的 近年、生活のゆとりや生きがいを求めて、東京などの大都市

圏から地方圏へ移り住むことを考える人々が増えている。これ

、 、らの潜在的ＵＪＩターンの顕在化を図るため 情報提供の実施

地方公共団体の取組みを推進するための調査などを行う。

事 業 内 容 ○若者の地方体験交流支援事業（地域づくりインターン事業）

概 首都圏の若者を体験調査員として地方に派遣し、地域の用意した地域

づくり活動などの体験プログラムを体験してもらうことにより、若者に

要 は生活の場としての地方を認識する機会を、また、地域にとってはフレ

ッシュな感覚を持つ外部の目から見た地域の取組みを評価する機会を提

供。

○ＵＪＩターン支援サイトの運営

一定の条件のもとで自治体検索を行ったり、全国の地方自治体の地域情報を

知ることが出来る「ふるさとサーチ」を運営。

（参考）ふるさとサーチアクセス件数

平成１８年度 ７ ７１２千件,

平成２０年度

予 算 額 ４４４百万円の内数

03-5253-8404担当部局等 国土交通省都市・地域整備局地方整備課 ℡：
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国－７

事 業 名 地域振興アドバイザーの派遣

趣旨・目的 地方公共団体が直面する課題に応じ、各分野・部門の専門家

を派遣し適切な助言を行うことにより、魅力と活力に富んだ多

様な地域社会の形成の促進を図る。

事 業 内 容 ＜派遣対象市町村＞

概 ・一から地域づくりを行うため、その推進体制を整備しようと

する市町村

要 ・長年地域づくりに取り組んでいるが、壁にぶつかっている市

町村

・一定の成果をおさめて、更に次の次元の地域づくりに取り組

んでいこうとしている市町村

・地方拠点都市地域

・中心市街地の活性化を課題としている市町村

・山村第３セクターの経営等に課題としている市町村

・リゾート整備を進めている地方公共団体

＜派遣体制＞

1地区あたり原則3名のアドバイザーを3回以内で派遣する。

＜費用負担＞

旅費：国土交通省負担

謝金：第1回についてのみ国土交通省負担

平成２０年度 ８９百万円の内数

予 算 額

03-5253-8404担当部局等 国土交通省都市・地域整備局地方整備課 ℡：
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国－８

事 業 名 地域防災ネットワーク等の推進

趣旨・目的 災害時及び平常時における施設管理等の高度化・効率化を図

るため、河川、道路、港湾、下水道の公共施設管理用光ファイ

バ及びその収容空間を整備するとともに、民間事業者等による

ネットワーク整備のさらなる円滑化を図るため、施設管理に支

障のない範囲で国の管理する河川・道路管理用光ファイバ及び

その収容空間の開放を進める。

事 業 内 容 ①河川管理等の高度化に対応した光ファイバ整備事業の推進

概 災害時及び平常時において河川管理施設等の常時観測及び

遠隔操作等、施設管理の高度化、効率化を図るため、河川管

要 理用光ファイバおよびその収容空間を整備するとともに、民

間事業者等によるネットワーク整備のさらなる円滑化を図る

ため、河川管理用光ファイバ及びその収容空間の開放を進め

る。

②情報ハイウェイの構築

道路管理用光ファイバの整備や電線共同溝の整備等による

電線類地中化等にあわせて収容空間を整備するとともに、民

間事業者等によるネットワーク整備のさらなる円滑化を図る

ため、道路管理用光ファイバ及びその収容空間の開放を進め

る。

③港湾施設管理用光ファイバ及びその収容空間の整備

臨港道路等の下に港湾施設管理用光ファイバ及びその収容

空間の整備を推進する。

④下水管きょを活用した光ファイバ網の構築

情報化社会の進展に対応し、下水道管理の高度化を図るた

め、下水道管理用光ファイバの敷設及び関連設備の整備を行

う。

実 施 主 体 国

平成２０年度

予 算 額 治山治水等 ８６３，１３５百万円の内数

道路整備費 ２，７６８，８６０百万円の内数

下水道事業 ６６２，０４２百万円の内数

03-5253-8271担当部局等 国土交通省 ℡：

総合政策局 事業総括調整官室

都市・地域整備局 下水道部 下水道企画課

河川局 河川計画課

道路局 国道・防災課

港湾局 港湾経済課
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国－９

事 業 名 二地域居住等の推進

趣旨・目的 二地域居住等を推進するため、官民協力して推進する体制を

整え、国民に向けたＰＲ等の普及啓発を図るとともに、地域の

情報等を提供する総合情報プラットフォームの整備を進める。

調査内容 １．二地域居住等の普及啓発

概 二地域居住等を促進するため、民間事業者等と協力して、

普及啓発を進める。

要 ・推進協議会の設立・運営

・シンポジウムの開催

・事例集の作成

２．総合情報プラットフォームの整備

・二地域居住等に関する情報を総合的に提供するプラットフ

ォーム（インターネット上のウェブサイト）の本格的整備

を図る。

・キャンペーン情報の提供等、普及啓発に活用する。

平成２０年度 ４０百万円

予 算 額

担当部局等 国土交通省国土計画局総合計画課

℡：03-5253-8356
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国－１０

事 業 名 水辺の交流拠点整備

～リバーツーリズムの推進、体験活動の推進～

趣旨・目的 リバーツーリズムの振興を図るため、川で活動するさまざま

な主体の参画による、地域が連携した安全で楽しい水面利用を

推進するとともに、自然豊かな水辺において環境学習や自然体

験活動を推進する。

また、河川本来の自然環境の整備・保全や周辺の景観との調

和を図りつつ、地域社会と一体となった河川改修を行い、良好

な水辺空間の形成を図る。

事 業 内 容 カヌーやラフティングをはじめとした水面利用や自然体験活

概 動など、河川をフィールドとした活動が活発化、多様化してい

ることを踏まえ、地域の交流拠点となる「水辺プラザ」の整備

要 や、子供たちの体験活動の充実を図る「水辺の楽校」の整備を

推進するとともに、全国の川で活動する市民団体等と連携し、

、 、川で安全に活動するための指導者 ガイドの育成を進めるなど

リバーツーリズムを推進する。

また「ふるさとの川整備事業」として、河川管理者及び市町

、 、村長は対象河川の指定を受けた後 地域の創意・工夫を尊重し

、「 」 、地域との連携を図りつつ ふるさとの川整備計画 を策定し

整備計画が認定されると、河川管理施設等について、重点的な

整備を行なう。

実 施 主 体 国、都道府県、市町村

補 助 率 直轄河川改修費、都市河川改修費補助等の既定事業で実施

事業実施期間 地域交流拠点「水辺プラザ ：平成８年度～」

ふるさとの川整備事業：昭和 年度～62
平成２０年度 河川等 ６２８ ５０５（国費：百万円）の内数,
予 算 額

要綱・要領等 ふるさとの川整備事業実施要綱等

03-5253-8448担当部局等 国土交通省河川局河川環境課 ℡：

03-5253-8450治水課 ℡：
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国－１１

事 業 名 水源地域ビジョンの策定・推進

趣旨・目的 ダムを活かした水源地域の自立的・持続的な活性化を図ると

ともに、流域内の連携と交流によるバランスのとれた流域圏の

発展を図るために、流域住民、関係行政機関等連携して「水源

地域ビジョン」を策定し、推進する。

事 業 内 容 １．ダム事業者・管理者、流域自治体、住民、関係行政機関、

概 有識者等からなる組織を設置し、水源地域関係者の意向を反

映した水源地域ビジョンを策定。

要 ２．水源地域ビジョンは、ひとづくりや既存施設の有効活用の

推進等ソフト対策に重点。 施設整備を伴う場合は、施設の

利活用の方策や維持管理等について規定。

具体的な内容は、ダムにより異なるが、

①連携によるハード整備・ソフト対策

②水を軸とした地域間交流の促進

③地場産業の振興

④豊かな自然、文化等

３．水源地ビジョンの実施に向けてダム事業者・管理者は、活

性化のための活動を支援するとともに、流域の自治体、関係

行政機関、ＮＰＯ、住民等への情報提供や活動への理解と協

力の呼びかけ。また、役割分担、連携・協力を円滑に進める

ために、水源地域ビジョン策定組織の活用などの組織づくり

を実施。

実 施 主 体 ダム事業者・管理者、流域の自治体、住民、関係行政機関及

びＮＰＯ等ができる範囲で役割分担にて実施。

補 助 率 なし

事業実施期間 Ｈ１３年度より

平成２０年度 河川等 ６２８ ５０５（国費：百万円）の内数,
予 算 額

要綱・要領等 水源地域ビジョン策定要綱

03-5253-8449担当部局等 国土交通省河川局河川環境課流水管理室 ℡：
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国－１２

事 業 名 歴史的価値を有する砂防設備の保存・利活用による地域活性

化の促進

趣旨・目的 文化庁と連携し、近年増加傾向にある文化財登録を受けた砂

防設備の機能維持とあわせ、周辺環境の整備を実施し、特色あ

る地域の観光資源としての歴史的価値を有する文化財にふさわ

しい保存・利活用を通して、地域の活性化を支援する。

事 業 内 容 歴史的価値を有する砂防施設を広く国民に理解してもらうと

概 ともに、地域の活性化を支援するために、文化庁と国土交通省

の連携により、歴史的砂防施設の適切な保存・活用等のための

要 ガイドラインに基づいた周辺整備等を推進する。

実 施 主 体 国、都道府県

補 助 率 直轄 ２／３

補助 １／２～５．５／１０

事業実施期間 平成１５年度 ～

平成２０年度 砂防事業費１３５ ４１３（国費：百万円）の内数,
予 算 額

要綱・要領等 歴史的砂防施設の保存活用ガイドライン

http://www.mlit.go.jp/river/sabo/（入手先）

03-5253-8470担当部局等 国土交通省河川局砂防部保全課 ℡：
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国－１３

事 業 名 海浜・干潟等の保全・再生・創出

（海域環境創造・自然再生事業）

趣旨・目的 閉鎖性海域の水質・底質の改善や多様な生物の生息・生育が

可能となる良好な環境の回復を広域的かつ総合的に推進すると

ともに、快適に憩える空間の形成を図るため、関係行政機関や

地域住民・ＮＰＯ等多様な主体と連携しつつ、自然再生事業を

積極的に推進する。

事 業 内 容 ・海水が汚染されヘドロ等の堆積した閉鎖性海域において、干

概 潟・藻場等の保全・再生のため、航路・舶地の浚渫等で生じ

た良質な土砂を有効活用し、汚泥の覆砂を行う。

要

・多様な生物の生息・生育が可能となる良好な環境の回復を目

的とした海浜等(砂浜、磯浜、干潟、ラグーン、藻場等)の整

備。

実 施 主 体 国、港湾管理者

補 助 率 港湾法 ５／１０

北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 ５／１０

沖縄振興特別措置法 ６／１０

事業実施期間

平成２０年度 港湾整備事業費 ２２７，９５０百万円の内数

予 算 額

要綱・要領等

03-5253-8685担当部局等 国土交通省 港湾局 国際・環境課 ℡：
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国－１４

事 業 名 港湾における親水・交流拠点の整備

趣旨・目的 港湾において、地域の創意工夫を凝らして、空間の緑化、歴

史的資産の保存・活用、海辺の特色を活かした個性的で美しい

景観形成及び観光の場としての魅力の向上を図り、個性豊かで

活力あるにぎわい空間や親水・交流拠点の形成を推進する。

事 業 内 容 ・港湾内の生活・労働環境改善などを図り、港湾空間における

概 良好な環境実現のために港湾緑地を整備する。

要 ・歴史的港湾施設を保存・活用し、文化的・歴史的な空間づく

りを推進する。

・港湾のもつ景観資源を活用した、個性的で美しい港湾景観形

成を推進する。

実 施 主 体 国、港湾管理者

補 助 率 港湾法 （緑地 、 （用地）5/10 1/3）

沖縄振興特別措置法 （緑地 、 （用地）6/10 4/10）

事業実施期間

平成２０年度 港湾整備事業費 ２２７ ９５０百万円の内数,
予 算 額

要綱・要領等

03-5253-8685担当部局等 国土交通省 港湾局 国際・環境課 ℡：
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国－１５

事 業 名 ボートパーク整備の推進

趣旨・目的 港湾における放置艇の解消を図るためボートパーク等簡易な

係留・保管施設を整備し、プレジャーボートの適正な利用を推

進する。

事 業 内 容 放置艇を収容するためのボートパーク等簡易な係留・保管施

概 設の整備を推進する。

・運河、水路等の、係留に適した既存の静穏水域や護岸前面

要 を活用した係留施設を整備する。

・公共空地等を活用した陸上保管施設を整備する。

実 施 主 体 港湾管理者

補 助 率 １／３

事業実施期間

平成２０年度 港湾整備事業費 ２２７，９５０百万円の内数

予 算 額

要綱・要領等

03-5253-8685担当部局等 国土交通省 港湾局 国際・環境課 ℡：
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国－１６

事 業 名 「道の駅」の整備

趣旨・目的 女性や高齢者ドライバーの増加、長距離トリップの増大等に

対応して、一般道路においても休憩施設の整備が必要となって

いる 「道の駅」は、このような休憩施設と市町村等の地域振。

興施設を一体的に整備するもので、ドライバーへの多様な休憩

サービスの提供を図るとともに、地域の情報発信と交流の拠点

形成、地域連携を図ることを目的とする。

事 業 内 容 休憩施設としての自動車駐車場（簡易パーキングエリア）等

概 について特定交通安全施設等整備事業等により整備する。

要

実 施 主 体 国、都道府県

補 助 率 １／２等

事業実施期間 平成 年度～5

平成２０年度 道路整備 ２ ７６８ ８６０百万円の内数, ,
予 算 額

要綱・要領等 「道の駅」登録・案内要綱

03-5253-8492担当部局等 国土交通省道路局国道・防災課 ℡：
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国－１７

事 業 名 交流ふれあいトンネル・橋梁整備事業

趣旨・目的 地形的な制約により相互の交流が遅れている都道府県間、市

町村間を大規模なトンネルや橋梁で直結することにより、地域

間の交流を促進し、もって地域の活性化に資することを目的と

する。

事 業 内 容 都道府県道事業または市町村道事業であって、都道府県界ま

概 たは市町村界（旧市町村界を含む）における大規模なトンネル

または橋梁の整備を含む事業。

要

実 施 主 体 地方公共団体

補 助 率 地方道事業の補助率と同様

事業実施期間 平成 年度～6

平成２０年度 道路整備 ２ ７６８ ８６０百万円の内数, ,
予 算 額

要綱・要領等 交流ふれあいトンネル・橋梁整備事業実施要綱

03-5253-8495担当部局等 国土交通省道路局地方道・環境課 ℡：
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国－１８

事 業 名 地域優良賃貸住宅

趣旨・目的 高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯等各地域における居住

の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供する居住環境が

良好な賃貸住宅の供給を促進するため、賃貸住宅の整備等に要

する費用に対する助成や家賃の低廉化のための助成を行う。

事 業 内 容 １）整備（建設、改良）に対する助成

概 国は、入居者資格を以下の対象世帯とする地域優良賃貸住宅

の整備について、地方公共団体が事業主体に助成する費用（共

要 同施設等整備費の２／３等）の概ね４５％を地域住宅交付金等

により助成。

・高齢者世帯 ・障害者世帯 ・子育て世帯 ・災害被災者等

（収入分位０～８０％（但し、高齢者世帯以外の場合、収入分

位０～２５％は所得の上昇が見込まれる者 ））

２）家賃低廉化のための助成

国は、地域優良賃貸住宅に、以下の対象世帯（収入分位０～

４０％以下）が入居する際に、地方公共団体が事業主体に対し

て行う家賃低廉化のための助成に係る費用（１世帯当たり４万

円／月を上限）の概ね４５％を地域住宅交付金等により地方公

共団体に対して助成。

・高齢者世帯 ・障害者等世帯

・小学校卒業前の子どもがいる世帯

・災害被災者 ・密集市街地からの立ち退き者 等

実 施 主 体 地方公共団体 等

事業実施期間 逐次実施

平成２０年度 住宅対策に係る予算額６５４，７７０百万円の内数

予 算 額

要綱・要領等 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律

高齢者の居住の安定の確保に関する法律

地域優良賃貸住宅制度要綱

地域住宅交付金交付要綱 等

03-5253-8506担当部局等 国土交通省住宅局住宅総合整備課 ℡：
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国－１９

事 業 名 優良田園住宅制度

多様な生活様式に対応し、かつ、潤いのある豊かな生活を営むこと趣旨・目的
ができる住宅が求められている状況にかんがみ、農山村地域、都市の
近郊等における優良な住宅の建設を促進するための措置を講ずること
により、健康的でゆとりのある国民生活の確保を図る。

農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然的環境を形成している優良田園住
地域に所在する一戸建ての住宅で、次の要件に該当するもの概 宅の定義
・敷地面積が３００ｍ 以上

２

・建ぺい率３０％以下、容積率５０％以下要
・階数が３階以下
１）市町村が基本方針を作成・公表法律に基づ
２）住宅を建設しようとする者が、建設計画を市町村へ申請く手続き
３）市町村が、都道府県と協議の上、建設計画を認定
○農地法、都市計画法等の許可手続の円滑化建設促進へ
○税制上の措置の支援措置

・週末用郊外型住宅等について、固定資産税の減額措置及び不動産取得実 施 主 体
税の特例措置を適用

○住宅ローン

・２戸目の住宅を取得する際にもフラット３５を利用可能
○住宅環境の整備に係る支援措置

＜国土交通省関係＞

①住宅市街地基盤整備事業（補助率：通常の公共施設整備事業と同じ）
優良田園住宅を建設するための一定規模以上等の要件を満たす住宅宅

地事業については、これに 関連する公共施設の整備に要する費用の一
部を助成。

②地域住宅交付金（交付金算定対象事業費の概ね４５％を交付）

地方公共団体が地方定住等地域の住宅政策の推進に必要なものとして
計画に位置づけた事業について交付

＜農林水産省関係＞
農村振興総合整備事業（田園居住空間整備）(補助率：1/2(沖縄2/3,

奄美52/100))
豊かな田園居住環境の実現に向けた生産基盤・生活環境の整備を総合

（ 、 、 ）的・一体的に実施 集落排水施設整備 集落道整備 集落農園整備等
民間事業者 等

事業実施期間 随時
国土交通省 住宅対策に係る予算額６５４ ７７０百万円の内数平成２０年度 ,

予 算 額
農林水産省 ６,１４８百万円の内数

URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/denen/yhome.htmlホームページ

担 当 部 局 等 国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室
℡： (内線 )03-5253-8111 39-356

農林水産省農村振興局農村整備総合調整室

℡： (内線 )03-3502-8111 5450
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国－２０

事 業 名 フォレストタウンの整備

趣 旨 ・ 目 的 地域特性を踏まえ、地域の木造住宅生産者及び木材供給者が連携を図

りつつ、住宅、公共施設等に地域材を積極的に活用すること等により、

良好な住環境を形成する木造住宅団地(フォレストタウン）の整備を推進

し、良質な住宅の供給及び地域経済の活性化の推進を図ることを目的と

する。

事 業 内 容 優良な木造住宅団地内における公共施設等のモデル的整備について支援

概 ①優良な木造住宅団地内における集会施設、小公園、細街路及び給排

水施設等並びにこれらに係る植栽及び付帯施設のモデル的整備(給排水

要 施設等については外観に限る）

②優良な木造住宅団地内における公開空地、通路、駐車施設、児童公

園緑地、広場の整備

○各種補助制度等による支援策

（国土交通省関係）

・環境共生住宅市街地モデル事業

環境への負荷を低減する等一定の要件を満たすモデル性の高い住宅

市街地の整備を推進

・地域住宅交付金

住宅政策の推進に必要なものとして地方公共団体が計画に位置付け

た事業について提案事業として交付金の交付対象等

（林野庁事業）

「強い林業・木材産業づくり交付金」により地域材を用いた公共施設の

整備について補助

定 義 以下の要件を満たす優良な木造住宅で都道府県知事が承認したもの

①団地内の住宅等については、地域材の積極的活用が図られているこ

と。

②団地整備に当たって、整備計画への助言等地域の住宅生産者及び木

材供給者の関与がなされていること。

③団地計画が地域特性を踏まえ、良質な木造住宅を中心に構成され、

良好な住環境を形成するものであること。

④団地の規模については、原則として１０戸以上であること。

実 施 主 体 地方公共団体等

国土交通省 住宅対策に係る予算額 ６５４,７７０百万円の内数平成２０年度

林野庁「森林・林業・木材産業づくり交付金」予 算 額

９,６９２百万円の内数

03-5253-8512担 当 部 局 等 国土交通省住宅局住宅生産課木造住宅振興室 ℡：

03-6744-2295農林水産省林野庁木材産業課 ℡：
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国－２１

事 業 名 超長期住宅推進環境整備事業

趣旨・目的 超長期住宅実現の環境整備のための担い手の育成、ビジネス

モデルの構築を図るため、住替え・二地域居住の推進及び良好

な居住環境の整備を推進する住民組織・ 等への助成を行NPO
う。

補助内容 ①良好な基盤・まちなみ整備等居住環境整備に資する協定等の

概 締結又は運用等を行うモデル事業

②住替え・二地域居住を推進するための住宅の再生、流通の促

要 進等を行うモデル事業、又は、これを支援するための関係情報

の一元的な集約・提供を行う事業

③上記の事業の実施のために必要な調査研究等の事業、これら

の成果に関する情報提供に関する事業、又はマニュアルの作成

等モデル事業の一般化・普及・啓発のための事業

事業主体 地権者で構成する組織、地権者の活動を支援する 法人NPO
等、民法３４条に規定する法人又は独立行政法人

補助率 定額補助（ )10/10

平成２０年度 ４００百万円

予 算 額

担当部局等 国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室

(内線 )℡：03-5253-1111 39-356
市街地建築課市街地住宅整備室

(内線 )℡：03-5253-1111 39-677
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国－２２

事 業 名 地域再生を担う人づくり支援

趣旨・目的 地域の活性化は、地域の住民や団体が主体となって、自らイ

ニシアティブを発揮し、プランを描き、取り組むことが基本で

あるとの認識のもと、地域自らが考え、実行できる体制を強化

するため、集中的に研修会、実証実験等を実施し、地域づくり

の核となる担い手の育成を積極的に推進する。

事 業 内 容 ①集落等における地域づくり活動の実証実験

概 自ら考え、実行する意欲の高い地域を対象に、地域リーダ

ー研修会参加者が中心となって開催する地区の車座研修会や

（ ） 。要 地域づくりのＯＪＴ 実地活動 に関するモデル調査の実施

②地域リーダー研修会の実施（国交省が主催）

地域振興に取り組む地域のリーダーを対象にした、討論を

中心とした参加型研修会の実施。

平成２０年度 ４８百万円

予 算 額

03-5253-8398担当部局等 国土交通省都市・地域整備局企画課 ℡：
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国－２３

事 業 名 地域における人材の受け入れ体制の整備支援モデル調査

趣旨・目的 ＵＪＩターンを希望する団塊世代等の円滑な再チャレンジの

実現を図るため、地方公共団体、地域の代表、地元企業、ＮＰ

Ｏ等が参画する協議会が行う人材受け入れのための各種取組

（居住・就業体験機会の提供、移住ガイダンス等）を通じたモ

デル調査を行う。

事 業 内 容 地域の活性化を進める上で必要なスキルや経験を有する人材

概 を誘致する観点から、地域協議会が行う居住・就業体験機会の

提供、移住ガイダンス、仕事の斡旋等の人材誘致・移住促進等

要 の取組を通じたモデル調査を行い、地域における有益な人材の

受け入れ体制の整備・強化のあり方等について調査・検討を行

う。

（対象とする取組例）

・新たな人材の受け入れによる地域ビジネスの立ち上げや地域

資源を活用した産業の高度化

・新たな人材の受け入れによる芸術文化活動を通じた地域振興

・居住・就業体験機会の提供

・移住ガイダンスや多様な働く機会・活躍の場に関する情報提

供

・土地・空き家の紹介などによる地域資源の効果的な活用

など

平成２０年度 ２８百万円

予 算 額

03-5253-8398担当部局等 国土交通省都市・地域整備局企画課 ℡：
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国－２４

事 業 名 観光ルネサンス事業

、趣旨・目的 外国人を含めた観光客の受け皿となる地域の魅力を増進させ

観光交流人口の拡大を通じた地域の活性化を図るため、地域の

民間組織が行う観光振興事業に対して支援を行う。

事 業 内 容 地域の民間組織が、体験観光プログラムや地域ブランド商品

概 の開発、観光振興を担う人材の育成や交通アクセスの改善等の

観光振興事業を行う場合に補助する。

要 なお、平成２０年度以降については、継続分のみの補助事業

を対象とする。

採 択 要 件 魅力的な観光地となる潜在能力や事業内容の戦略性等を基準

として、有識者等からなる第三者委員会による推薦を経た地域

の観光振興事業等について採択する。

なお、平成２０年度以降については、継続分のみの補助事業

を対象とする。

実 施 主 体 国土交通省

平成２０年度 １３７百万円

予 算 額

03-5253-8271担当部局等 国土交通省総合政策局事業総括調整官室 ℡：

03-5253-8328国土交通省総合政策局観光地域振興課 ℡：
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国－２５

事 業 名 観光圏整備事業

趣旨・目的 観光交流人口の拡大による自立的な地域経済の確立を図るた

め、内外観光客の宿泊旅行回数・滞在日数の拡大を目指し、二

泊三日以上の滞在型観光を促進する観光圏形成のための民間事

業者の行う観光圏整備事業に対して支援を行う。

※観光圏－複数の観光地の連携により観光旅客の来訪及び滞在

を促進する地域

事 業 内 容 地域の民間組織が、宿泊に関するサービスの改善、観光資源

概 を活用したサービスの開発及び提供、観光旅客の移動の利便の

増進、観光に関する情報提供の充実強化等の観光圏整備事業を

要 行う場合に補助する。

採 択 要 件 現在、検討中

実 施 主 体 国土交通省

平成２０年度 ２７９百万円

予 算 額

03-5253-8328担当部局等 国土交通省総合政策局観光地域振興課 ℡：
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国－２６

事 業 名 地方の生活交通の確保

趣旨・目的 地域住民、特に自らの交通手段を持たない高齢者や学童等い

わゆる移動制約者にとって必要不可欠な公共交通機関であるバ

ス路線の維持・確保を図り、地域住民の生活の便に資すること

を目的とする。

事 業 内 容 国と地方の適切な役割分担のもと、地域協議会で維持・確保

概 が必要と認められ、国が定める基準に適合する広域的・幹線的

路線に対してその維持対策費を補助する。

要

採 択 要 件 生活交通路線（複数市町村にまたがり、キロ程が１０ 以km
上、 日の輸送量が１５～１５０人、 日の運行回数が３回以1 1
上、広域行政圏の中心都市等にアクセスする広域的・幹線的な

路線）に係る補助。

なお、生活交通路線とは地域協議会において維持・確保が必

要と認められたものを都道府県知事が指定する。

実 施 主 体 バス事業者

補 助 率 国 １／２、都道府県 １／２

事業実施期間 平成１９年１０月１日～平成２０年９月３０日

平成２０年度 ７，３５０百万円

予 算 額

担当部局等 国土交通省自動車交通局旅客課

℡： (内線 )03-5253-8111 41252
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国－２７

事 業 名 離島における生活航路の維持・改善

趣旨・目的 ・ 離島航路整備法」に基づき、離島航路の維持・改善を図る「

とともに、船舶のバリアフリー化を推進することにより、生活

交通の確保等を図る。

・離島地域の観光振興を核とした交流人口の拡大により、離島

航路の活性化を図る。

・燃料油価格の高騰に対する経営体質を強化するため、燃費向

上等に資する取り組みを行い効果の高い取り組みの普及促進方

策をまとめる。

事 業 内 容 ・離島航路事業者に対し、当該航路を維持するために必要な補

概 助金を交付するとともに、離島航路就航船舶のバリアフリー化

に要する費用を補助する。

要 ・離島観光を核とした交流人口の拡大による離島航路活性化調

査を行う。

・燃費の向上、燃料消費量の抑制、経費削減に資する設備や操

船の改善等の様々な取り組みについて実証運航も行いながら検

証する。

採 択 要 件 【欠損補助】

・本土と離島（準離島を含む）又は離島相互間を結ぶ航路であ

り、かつ、他に交通機関がないか又は他の交通機関によるこ

とが著しく不便であること。等

【バリアフリー化補助】

・バリアフリー化に資する代替建造又は改造工事等

【離島地域観光交流促進調査】

・離島観光を核とした交流人口が拡大し、離島航路の活性化が

図られる可能性があるとされる航路及び関係者

【離島航路運航高度化実証調査】

・燃費の向上、燃料消費量の抑制、経費削減に資する設備、操

船の改善等の取り組みを行う航路及び関係者

実 施 主 体 離島航路事業者及び地方公共団体等

補 助 率 国：全国の標準賃率や経費単価に基づき算定された標準

欠損額

バリアフリー化工事費にかかる費用の一部 等

事業実施期間 【欠損補助・バリフリ】 交付年度の９月３０日を末日とする

１年間

【活性化調査・高度化調査】平成２０年度

平成２０年度 ４，０９５百万円

予 算 額

担当部局等 国土交通省海事局内航課 ℡： (内線 )03-5253-8111 43443
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環－１

事 業 名 自然ふれあい体験学習等推進事業

趣旨・目的 自然環境学習に寄与する情報の提供により、自然公園等を利用

する一般国民の環境保全上適切で、多彩な自然とのふれあい活動

や自然体験活動を推進する。

事 業 内 容 全国的な自然ふれあい活動の展開を促進するため、自然ふれあ

概 い施設や体験活動のイベント情報等を提供するホームページの運

営や自然ふれあい施設のマップの作成を行う。

要

実 施 主 体 国

補 助 率 なし

事業実施期間 平成８年度～

平成２０年度 ４，６０８千円

予 算 額

要綱・要領等 なし

担当部局等 環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室

TEL03-5521-8271
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環－２

事 業 名 自然公園等事業

趣旨・目的 国立・国定公園等の優れた自然環境を有する地域において、

人々が自然に学び、体験するための自然豊かなふれあいの場づ

くりを行う事業

事 業 内 容 （１）国立公園

概 国立公園の施設整備は、国と地方公共団体により実施して

要 おり、園地、歩道、公衆便所、キャンプ場、ビジターセンタ

ー等を整備。

このうち、①国立公園の核心部である特別保護地区、第１

種特別地域における事業、②利用拠点である集団施設地区に

おける事業、③自然再生事業など特別に必要な事業等につい

ては、環境省の直轄事業により実施。

（２）国定公園等

国定公園の施設整備は、地方公共団体が実施しており、国

としては、自然環境整備交付金により、地方公共団体の整備

事業を支援。

自然環境整備交付金は、国定公園の整備事業に加え、国指

定鳥獣保護区（国立・国定公園外）における自然再生事業、

長距離自然歩道整備事業（国立・国定公園外）も対象。

【参考：事業パンフレット】

http://www.env.go.jp/nature/park/pamph.html

実 施 主 体 環境省（直轄事業 、都道府県・市町村（交付金事業））

補 助 率 総事業費の ／ （交付金事業）45 100

事業実施期間 昭和２６年度～

平成２０年度 １１，４０１百万円

予 算 額

要綱・要領等 自然環境整備交付金交付要綱及び同取扱要領

担当部局等 環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室

TEL03-5521-8281事業計画専門官・施設第一係
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環－３

事 業 名 自然公園等利用ふれあい推進事業経費

趣旨・目的 全国の国立公園において、自然観察会等の解説活動や美化清

掃、利用施設の簡単な維持修理などの各種活動について、広く

国民の参加を求め、一層の活動の充実を図るとともに、自然保

護の普及啓発を図る。

事 業 内 容 国立公園の利用拠点を中心として、利用者に対する自然解説

概 活動を始めとした自然系環境教育活動を推進するため、活動地

区毎にボランティアを公募、登録し、活動実施計画に基づき活

要 動を実施する。

昭和６０年より開始され、現在２３国立公園４０地区で

約１，８００名が活躍。

・年次別活動実施計画の作成。

・新規ボランティアの養成研修の実施及び登録。

・ボランティアの能力の維持向上のための研修会の実施。

・ボランティア保険の負担。

実 施 主 体 国

補 助 率 なし

事業実施期間 昭和６０年度～

平成２０年度 ４，５４０千円

予 算 額

要綱・要領等 自然公園指導員設置要綱

パークボランティア設置要綱

担当部局等 環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室

TEL03-5521-8271
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環－４

事 業 名 山岳環境等浄化・安全対策緊急事業費補助

趣旨・目的 山岳地域等における環境浄化対策、安全対策の推進を図るた

め、山小屋事業者等が行うし尿・排水処理施設、避難施設等の

整備を推進する。

事 業 内 容 山小屋事業者等が下記の施設を整備するにあたって、その経

概 費の１／２を補助する。

①適正な排水・し尿処理施設（トイレ、処理エネルギー施設

要 等）

②廃棄物の分別・処理施設

③緊急避難・応急医療・遭難防止対応施設

実 施 主 体 山小屋事業者等（都道府県、市町村含む）

補 助 率 事業費（補助対象事業）の１／２

事業実施期間 平成１１年度～

平成２０年度 １５０ ０００千円,
予 算 額

要綱・要領等

（ ）担当部局等 環境省自然環境局国立公園課 内TEL03-3581-3351 6439
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環－５

事 業 名 エコツーリズム総合推進事業費

趣旨・目的 自然環境の保全を確保しつつ、自然や文化を活かした観光と

地域振興を両立させ、来訪者の環境教育にも役立つエコツーリ

ズムの全国的普及・定着を推進する。

事 業 内 容 ① エコツーリズム啓発事業

概 全国版シンポジウムの開催等による、エコツーリズム推進

法を始めとする普及、啓発。

要 ② エコツーリズムのノウハウ確立事業

特に優れた事例の大臣表彰や推進セミナーの開催等。

③ エコインストラクター人材育成事業

自然学校のインストラクターやエコツアーガイドの育成

（再チャレンジ関連施策）

④ 国立公園等におけるエコツーリズム支援事業

世界自然遺産地域、国立公園、ラムサール登録湿地等にお

けるエコツーリズムの推進や仕組みづくり、エコツーリズム

推進法に基づき協議会を設置するトップランナー地域への支

援等。

⑤ エコツーリズム推進法施行経費

各地の全体構想の認定や地元協議会への参画、助言等に必

要な経費。

実 施 主 体 国

補 助 率 なし

事業実施期間 平成１６年度～

平成２０年度 １３４,０１８千円

予 算 額

要綱・要領等 なし

担当部局等 環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室

TEL03-5521-8271
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環－６

事 業 名 「五感で学ぼう！」子ども自然体験プロジェクト

趣旨・目的 関係省庁が連携し実施する「子ども農産漁村交流プロジェク

ト」等において、その体制づくりの一環として自然体験プログ

ラムの開発や子どもたちに自然保護官の業務を体験してもらう

などにより自然環境の大切さなどを学ぶ機会を提供すること

で、自然と人との共生について子どもたちを始め関係者の理解

を深める事業を展開

事 業 内 容 ○クラスメイトと泊まって学ぶ自然体験プラン

概 自然体験活動の事例を学校へ情報提供するとともに、モデ

ルとなる地域でのメニューの検討等を実施 （農林水産省、。

要 文部科学省、総務省と連携）

○「体感！！パークレンジャー」プラン

国立公園等の豊かな自然地域において自然保護官等の指導

の下、様々な自然環境保全活動を実施。

実 施 主 体 国

補 助 率 なし

事業実施期間 平成２０年度～

平成２０年度 ２６,３６７千円

予 算 額

要綱・要領等 子どもパークレンジャー事業実施要領

担当部局等 環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室

TEL03-5521-8271
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環－７

事 業 名 国立公園等民間活用特定自然環境保全活動

（グリーンワーカー）事業

趣旨・目的 国立公園等の貴重な自然環境を有する地域において、自然や

社会状況を熟知した地元住民等を活用し、国立公園等の管理の

グレードアップを図るとともに、我が国の自然生態系の根幹を

なす国立公園等における自然環境保全活動についてもその推進

を図る。

事 業 内 容 地方環境事務所等が事業計画を策定し 次の業務を事業者 地、 （

概 元の観光協会、森林組合、山小屋組合等）に依頼。事業者は地

方環境事務所等の指導・監督のもと業務を実施する。

要 ①野生生物の保護・保全（森林再生・里地里山・湿地保全・

景観の維持・外来種対策等含む）

②利用集中山岳地の保全・管理（施設の維持・補修等）

③四輪駆動車やスノーモービル等の乗り入れ禁止地域の監視

等、適正利用の推進

④環境美化（清掃困難地・不法投棄対応）

実 施 主 体 環境省

補 助 率

事業実施期間 平成１３年度～

平成２０年度 ２８８ ０００千円,
予 算 額

要綱・要領等

（ ）担当部局等 環境省自然環境局国立公園課 内TEL03-3581-3351 6439
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環－８

事 業 名 自然再生事業関係費（自然公園等事業費の一部）

趣旨・目的 生物多様性保全の観点から望ましい自然環境を確保するた

め、関係省庁と連携し、地方自治体や専門家、ＮＧＯ等の参画

を得つつ、失われた自然を積極的に再生する。

事 業 内 容 １ 自然再生事業

概 国立・国定公園、国指定鳥獣保護区において、失われた自

然の再生を実施。

要

２ 自然再生調査

自然再生事業対象地域について、生態系の現状に係る詳細

調査を行うとともに、再生を図る自然環境特性を踏まえて、

、 。再生手法を具体的に検討し 自然再生事業に係る計画を策定

また、この調査の実施を通じ、関係者間の合意形成促進を図

る。

実 施 主 体 国立公園、国指定鳥獣保護区（平成１９年度までの既着手）

：国（環境省）

国定公園、国指定鳥獣保護区（平成１８年度までの既着手）

：地方公共団体

補 助 率 国定公園、国指定鳥獣保護区域内（平成１８年度までの既着

45 100手 ： ／）

事業実施期間 平成１４年度～

平成２０年度 １１ ４０１百万円の内数,
予 算 額

要綱・要領等 自然環境整備交付金交付要綱及び同取扱要領

TEL03-5521-8343担当部局等 環境省自然環境局自然環境計画課
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環－９

事 業 名 ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ推進事業費

趣旨・目的 ・ 将来にわたり維持すべき重要な里地里山を選定し明示するこ

とにより、多様な主体の連携・参加・協力による保全再生の取

組を全国的に推進。

・ 環境教育、バイオマスその他の新たな利活用や、企業等民間

部門の参画、都市と農山漁村との連携・協力を促進していくた

めの技術や社会システムを構築し、地域での自立的な里地里山

の保全再生を促進。

・ 自然共生社会づくりを進めていく上での考え方を世界へ提案

することにより、国際的な生物多様性保全と持続可能な自然資

源の利用に貢献。

事 業 内 容 ① 未来に引き継ぎたい里地里山を「重要里地里山３００」とし

概 て選定

② 環境教育・エコツーリズムの場やバイオマスの利用など新た

要 な利活用方策の検討と試行・社会実験

③ 多様な主体が共有の資源として持続的に管理・利用するルー

ルや枠組の構築

④ 里地里山を例とした我が国の自然共生社会づくりの取組に加

、 、えて 世界各地の自然共生の智慧と伝統の事例を収集・調査し

これらをあわせて 「ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ」と名、

付けて世界に提案。

実 施 主 体 国

補 助 率 なし

事業実施期間 平成２０年度～

平成２０年度 １２５，７８４千円

予 算 額

要綱・要領等 なし

担当部局等 環境省自然環境局自然環境計画課

TEL03-5521-8274
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環－１０

事 業 名 自然再生活動推進費

趣旨・目的 平成１５年１月に施行された自然再生推進法に基づき、自然

再生専門家会議を設置すると共に、実施者の相談に応じる体制

整備や、自然再生に関する情報提供を行う。

事 業 内 容 １ 民間団体等からの相談に応じるため自然再生に係る情報を整備

概 ２ 地域の科学的知見を得るため地方専門家ネットワークを形

成・維持

要 ３ 全国レベルでの科学的知見や助言を得るための自然再生専

門家会議を運営

４ 各地の自然再生の概要と進捗状況を紹介するホームページ

の作成

５ 地域の自然再生活動を支援するためワークショップ等を開催

実 施 主 体 国（環境省）

補 助 率 －

事業実施期間 平成１５年度～

平成２０年度 ３９ ３４８千円,
予 算 額

要綱・要領等 －

TEL03-5521-8343担当部局等 環境省自然環境局自然環境計画課
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環－１１

事 業 名 浄化槽設置整備事業

趣旨・目的 市町村が浄化槽の計画的な整備を図り、し尿と雑排水を併せ

て処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に

寄与することを目的とする。

事 業 内 容 市町村が雑排水対策を促進する必要がある地域において、浄

概 化槽の計画的な整備を図るため、その設置又は改築を行う者に

対し、設置又は改築に要する費用を助成する事業。

要

実 施 主 体 市町村（一部事務組合を含む）

補 助 率 市町村補助額の１／３

事業実施期間 毎年度

平成２０年度 循環型社会形成推進交付金１３３億円の一部

予 算 額 汚水処理施設整備交付金８５８億円の内数の一部

要綱・要領等 浄化槽設置整備事業実施要綱

担当部局等 環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室

TEL03-5501-3155
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環－１２

事 業 名 浄化槽市町村整備推進事業

趣旨・目的 市町村が設置主体となって戸別の浄化槽を特定の地域を単位

として整備し、し尿と雑排水を併せて処理することにより、生

。活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする

事 業 内 容 生活排水処理を緊急に促進する必要がある地域において、地

概 域を単位として浄化槽の計画的な整備を図るため、市町村が設

置主体となって浄化槽の整備を行うのに必要な費用を助成する事業。

要

実 施 主 体 市町村（一部事務組合を含む）

補 助 率 １／３

事業実施期間 毎年度

平成２０年度 循環型社会形成推進交付金１３３億円の一部

予 算 額 汚水処理施設整備交付金８５８億円の内数の一部

要綱・要領等 浄化槽市町村整備推進事業実施要綱

担当部局等 環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室

TEL 03-5501-3155
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共生・対流関係規制緩和一覧
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構造改革特区等における共生・対流関係の規制緩和措置

Ⅰ 市民農園の開設に係る規制緩和事項

[特定農地貸付法及び市民農園整備促進法関係]

事 項 根拠条項等 規制緩和の内容 実施時期 所管省庁

特定農地貸付 特定農地貸 地方公共団体及び農協以外の 平 成 1 7年 農林水産
けによる市民 付けに関す 者が、農地の適切な利用を確 度 省
農園の開設主 る農地法等 保する方法等を内容とする協
体を、地方公 の特例に関 定を市町村等と締結すること
共団体及び農 する法律第 により、市民農園の開設が可
業協同組合以 ２条等 能。
外の者に拡大

Ⅱ 農家民宿の開設等に係る規制緩和事項

１ 特区において実施可能な規制緩和事項
[酒税法関係]

事 項 根拠条項 特例措置の内容 所管省庁

農家民宿等における酒類 酒税法第７条第 農山漁村滞在型余暇活動 財 務 省
の製造免許要件の特例 ２項 のための基盤整備の促進

に関する法律（平成6年法
律第46号）第２条第５項
に定める農林漁業体験民
宿業等を営む農業者が、
自ら生産した農産物を主
原料として いわゆる ど、 「
ぶろく （濁酒）を製造」
する場合には、酒類製造
免許の最低製造数量基準
（６キロリットル）を適
用しない。

２ 全国において規制緩和を行う事項（実施時期及び内容が明示されているもの）
[旅館業法関係]

事 項 根拠条項等 規制緩和の内容 実施時期 所管省庁

農林漁業者が 旅館業法施 農林漁業者が農山漁村滞在型 平 成 1 5年 厚生労働
農林漁業体験 行令第１条 余暇活動のための基盤整備の 度 省
民宿業を行う 第３項第１ 促進に関する法律（平成6年
場合の旅館業 号 法律第46号）第２条第５項に
法上の面積要 定める農林漁業体験民宿業を
件の撤廃 行う場合、旅館業法施行令第

１条第３項第１号に規定する
簡易宿所の面積要件（３３㎡
以上）を適用しない。
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[道路運送法関係]

事 項 根拠条項等 規制緩和の内容 実施時期 所管省庁

農家民宿等を 道路運送法 グリーン・ツーリズム推進の 平 成 1 4年 国土交通
含めた宿泊施 第４条 ため、公共交通機関の利用が 度 省
設がその宿泊 困難な地域において、農家民
者を対象に行 宿等を含めた宿泊施設がその
う送迎のため 宿泊者を対象に行う送迎のた
の輸送が可能 めの輸送については、その輸
であることの 送活動により旅客輸送に係る
明確化 公衆の利便が阻害されるおそ

れがなく、宿泊者に対するサ
ービス向上の一環として行う
かぎりにおいて可能であるよ
うな運用の明確化を図る。

[旅行業法関係]

事 項 根拠条項等 規制緩和の内容 実施時期 所管省庁

農家民宿が自 旅行業法第 グリーン・ツーリズム推進の 平 成 1 4年 国土交通
ら宿泊者に対 ３条 ため、農家民宿が運送、宿泊 度 省
して行う農業 サービスを自ら提供して、こ
体験サービス れに農業・農村体験への参加
に関する旅行 を付加して販売する場合は、
業法上の解釈 旅行業法の対象とならないこ
の明確化 とにつき、解釈を明確化し、

関係団体・関係者に対し、そ
の趣旨の徹底を図る。

[消防法関係]

事 項 根拠条項等 規制緩和の内容 実施時期 所管省庁

農家民宿にお 消 防 法 第 消防法令において、原則とし 平 成 1 6年 総 務 省
（ ）ける消防用設 １７条 て設置が義務づけられている 度 消防庁

備等に係る消 誘導灯、誘導標識、火災報知
防法令の規定 設備について、避難が容易で
に対する柔軟 ある等の条件を満たす農家民
な対応 宿等については、消防長の判

断により、設置を要しないと
する運用を行う。

[建築基準法関係]

事 項 根拠条項等 規制緩和の内容 実施時期 所管省庁

農家民宿等に 建築基準法 住宅の一部を農家民宿等とし 平 成 1 6年 国土交通
係る建築基準 第２条第２ て利用するもののうち、客室 度 省
法上の取扱い 号、第３５ の面積が３３㎡未満であっ
の明確化 条の２等 て、各客室から直接外部に容

易に避難できる等避難上支障
がないと認められる建築物に
ついては、建築基準法上旅館
に該当しないものとして取り
扱う。
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[農地法関係]

事 項 根拠条項等 規制緩和の内容 実施時期 所管省庁

農業生産法人 農地法施行 農地法施行規則第１条の２各 平 成 1 7年 農林水産
の事業範囲の 規則第１条 号に定める農業生産法人の関 度 省
拡大 の２ 連事業の範囲に、当該法人が

行う農山漁村滞在型余暇活動
のための基盤整備の促進に関
する法律（平成6年法律第46
号）第２条第１項に規定する
農村滞在型余暇活動に利用さ
れることを目的とする施設の
設置・運営等を追加。

[農山漁村余暇法関係]

事 項 根拠条項等 規制緩和の内容 実施時期 所管省庁

農林漁業体験 農山漁村余 登録制度の対象である農林漁 平 成 1 7年 農林水産
民宿業者の登 暇法第２条 業体験民宿業者の範囲につい 度 省
録の対象範囲 第５項 て、農林漁業者又はその組織
の拡大 する団体以外の者が運営する

ものにも拡大。

３ その他（参考）
○ 農林漁業体験民宿等に関する食品衛生法上の取扱いに関する弾力的運用等を要請

（平成１７年度）＜厚生労働省、農林水産省 → 都道府県等へ要請通知＞
[食品衛生法関係]
農林漁業体験民宿に係る各都道府県等が定める施設基準等の許可要件について

は、各都道府県等において関係部局間で十分に協議を行い、施設の規模、提供さ
れる食事の種類、数量等を考慮し、必要に応じ条例改正の検討や弾力的運用を行
うなど、適切に対応されるよう要請。
（例えば、農林漁業者が既存の家屋で農林漁業体験民宿を開業する場合には、一
回に提供する食事数の制限や定期的な食品衛生に関する講習会の受講等により、
施設基準の緩和が可能）

Ⅲ 農地取得に際する下限面積の規制緩和事項

[農地法関係]

事 項 根拠条項等 規制緩和の内容 施時時期 所管省庁

農地の権利取 農地法施行 農地の権利取得の際の下限面 平成17年 農林水産
得の際の下限 規則第３条 積要件について10 以上で地 度 省a
面積の設定基 の４ 域の実情に応じた面積を定め
準の特例 られるようその設定基準を緩

和。
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施策担当部署一覧
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・



施　策　担　当　窓　口 連絡先電話番号

自治行政局　自治政策課 03-5253-5523

生涯学習政策局　政策課　地域政策室 03-6734-3279

政策統括官付　労働政策担当参事官室 03-3595-3108

地域経済産業グループ　立地環境整備課 03-3501-0645

都市・地域整備局　地方整備課 03-5253-8404

自然環境局　総務課 03-5521-8269

農村振興局　企画部　農村政策課　都市農業・地域交流室
ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ企画班

03-3502-0030

　 林 野 庁
森林整備部　計画課　森林総合利用・山村振興室
山村振興企画班

03-3502-0048

　 水 産 庁 漁港漁場整備部　防災漁村課　環境整備班 03-6744-2392

　 農林水産省

（１）各省庁共生・対流関連施策窓口連絡先一覧

　 総　務　省

　 環　境　省

共生・対流関連省庁

　 経済産業省

　 文部科学省

　 厚生労働省

　 国土交通省
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事業符号 事　　　　業　　　　名 本　　　省

農－　１
農 山 漁 村 活 性 化 プ ロ ジ ェ ク ト 支 援 交 付 金 大臣官房　企画評価課

農山漁村地域活性化支援室
03-3502-7134

農－　２ 農山漁村
ふ　　る　　さ　　と

地域力発掘支援モデル事業

農村振興局　企画部
農村政策課　農村整備総合調
整室　03-3502-5946

東北農政局　農村計画部
農村振興課　農村整備計画係
TEL:022-263-1111（内4118）

関東農政局　農村計画部
農村振興課　農村整備計画係
TEL:048-600-0600（内3412）

北陸農政局　農村計画部
農村振興課　農村整備計画係
TEL：076-263-21611（内
3418）

農－　３ 賑わいある美しい農山漁村づくり推進事業
農村振興局　企画部
農村政策課　都市農業・地域
交流室　03-3502-0030

農－　４ 広域連携共生・対流等対策交付金
農村振興局　企画部
農村政策課　都市農業・地域
交流室　03-3502-0030

東北農政局　農村計画部
農村振興課　都市農村交流係
TEL:022-263-1111（内4185)

関東農政局　農村計画部
農村振興課　都市農村交流係
TEL:048-600-0600 (内3415)

北陸農政局　農村計画部
農村振興課　都市農村交流係
TEL:076-263-2161(内3424)

農－　５ 農村コミュニティ再生・活性化支援事業
農村振興局　農村政策課 就業改善班
(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)03-3502-5948
農村整備総合調整室
(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)03-6744-2186

東北農政局　農村計画部
農村振興課　農村整備計画係
TEL:022-263-1111(内4118)

関東農政局　農村計画部
農村振興課　農村整備計画係
TEL:048-600-0600(内3412)

北陸農政局　農村計画部
農村振興課　就業改善係
TEL:076-263-2161(内3424)

農－　６ 人づくりによる農村活性化支援事業
農村振興局　企画部
農村政策課　就業改善班
03-3502-5948

農－　７ 農村振興総合整備事業
農村振興局　整備部　地域整
備課　農村整備推進室
(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)03-3502-6338

東北農政局　整備部
地域整備課　農村総合整備係
TEL:022-263-1111(内4172)

関東農政局　整備部
地域整備課　農村総合整備係
TEL:048-600-0600(内3574)

北陸農政局　整備部
地域整備課　農村総合整備係
TEL:076-263-2161(内3574)

農－　８ 村づくり交付金
農村振興局　整備部　地域整
備課　農村整備推進室
(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)03-3502-6338

東北農政局　整備部
地域整備課　農村総合整備係
TEL:022-263-1111(内4172)

関東農政局　整備部
地域整備課　農村総合整備係
TEL:048-600-0600(内3574)

北陸農政局　整備部
地域整備課　農村総合整備係
TEL:076-263-2161(内3574)

農－　９ 田園空間整備事業
農村振興局　整備部
地域整備課
(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)03-3502-6338

東北農政局　整備部
地域整備課　農村総合整備係
TEL:022-263-1111(内4172)

関東農政局　整備部
地域整備課　農村総合整備係
TEL:048-600-0600(内3574)

北陸農政局　整備部
地域整備課　農村総合整備係
TEL:076-263-2161(内3574)

農－１０ 景観・自然環境保全形成支援事業
農村振興局　整備部　地域整
備課
(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)03-3502-6338

東北農政局　整備部
地域整備課　調整係
TEL:022-263-1111(内4169)

関東農政局　整備部
地域整備課　調整係
TEL:048-600-0600(内3543)

北陸農政局　整備部
地域整備課　調整係
TEL:076-263-2161(内3575)

農－１１ 地域用水環境整備事業
農村振興局　整備部
水利整備課
(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)03-3502-6246

東北農政局　整備部
水利整備課
TEL:022-263-1111(内4179)

関東農政局　整備部
水利整備課
TEL:048-600-0600(内3529)

北陸農政局　整備部
水利整備課
TEL:076-263-2161(内3548)

農－１２ 中山間地域総合整備事業
農村振興局整備部地域整備課
中山間整備推進室事業推進班
(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)03-3501-8359

東北農政局　整備部
地域整備課　調整係
TEL:022-263-1111（内4169)

関東農政局　整備部
地域整備課　調整係
TEL:048-600-0600(内3543)

北陸農政局　整備部
地域整備課　調整係
TEL:076-263-2161(内3575)

農－１３ 強い農業づくり交付金
経営局普及・女性課
育成指導班　育成指導係
(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)03-6744-2160

東北農政局　生産経営流通部
経営課　就農促進・改良資金係長
TEL:022-263-1111(内4064)

関東農政局　生産経営流通部
経営課　就農促進・改良資金係長
TEL:048-600-0600(内3369)

北陸農政局　生産経営流通部
経営課　就農促進・改良資金係長
TEL:076-263-2161(内3354)

農－１４ 農業再チャレンジ支援事業

経営局普及・女性課
育成指導班　体験学習指導係
就農増進班　法人就農係
(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)03-3502-6469

東北農政局　生産経営流通部
経営支援課　就農促進・改良資金係
長
TEL:022-263-1111(内4054)

関東農政局　生産経営流通部
経営支援課　就農促進・改良資金係
長
TEL:048-600-0600(内3369)

北陸農政局　生産経営流通部
経営支援課　就農促進・改良資金係
長
TEL:076-263-2161(内3363)

農－１５ 地産地消モデルタウン事業
生産局生産技術課
地産地消企画班
03-6744-2435

東北農政局　生産経営流通部
農産課　生産総合指導係
TEL:022-263-1111（内4089)

関東農政局　生産経営流通部
農産課　生産総合指導係
TEL:048-600-0600（内3307)

北陸農政局　生産経営流通部
農産課　生産総合指導係
TEL:076-263-2161（内3315)

農－１６ 強い農業づくり交付金（地産地消特別枠）
生産局生産技術課
地産地消企画班
03-6744-2435

東北農政局　生産経営流通部
農産課　生産総合指導係
TEL:022-263-1111（内4089)

関東農政局　生産経営流通部
農産課　生産総合指導係
TEL:048-600-0600（内3307)

北陸農政局　生産経営流通部
農産課　生産総合指導係
TEL:076-263-2161（内3315)

農－１７ 地産地消推進活動支援事業
生産局生産技術課
地産地消企画班
03-6744-2435

各地方ブロック担当都道府県
青森、岩手、宮城、秋田、
山形、福島

茨城、栃木、群馬、埼玉、
千葉、東京、神奈川、山梨、
静岡、長野

新潟、富山、石川、福井

事業符号 事　　　　業　　　　名 本　　　省

林－　１ 森林／林業・木材産業づくり交付金
林野庁　森林整備部
計画課　山村振興企画班
03-3502-0048

林－　２ 地域活動支援による国民参加の緑づくり活動推進事業
林野庁　森林整備部
研究・保全課　緑化推進班
03-3502-8243

林－　３ 森林環境教育活動の条件整備促進対策事業
林野庁　森林整備部
計画課　森林総合利用推進班
03-3502-0048

林－　４ 山村再生総合対策事業
林野庁　森林整備部
計画課　山村振興企画班
03-3502-0048

林－　５ 林業後継者活動支援事業
林野庁　森林整備部
研究・保全課　普及教育班
03-3502-5721

林－　６ 絆の森整備事業
林野庁　森林整備部
整備課　造林事業班
03-3591-5893

林－　７ 森林空間総合整備事業
林野庁　森林整備部
整備課　造林事業班
03-3591-5893

林－　８ 里山林再生総合対策
林野庁　森林整備部
計画課　森林総合利用推進班
03-3502-0048

林－　９ 里山エリア再生交付金
林野庁　森林整備部
整備課　林道事業班
03-3502-8064

                       地　　　方 　　          

（２）各事業担当連絡先一覧
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東海農政局　農村計画部
農村振興課　農村資源利活用係
TEL:052-201-7271（内2519）

近畿農政局　農村計画部
農村振興課　農村整備計画係
TEL:075-451-9161（内2419）

中国四国農政局　農村計画部
農村振興課　農村整備計画係
TEL:086-224-4511（内2521）

九州農政局　農村計画部
農村振興課　農村整備計画係
TEL:096-353-3561（内4316）

【沖縄総合事務局】
農林水産部 土地改良課
地域資源係
TEL:098-866-0031（内83332）

東海農政局　農村計画部
農村振興課　都市農村交流係
TEL:052-201-7271(内2519)

近畿農政局　農村計画部
農村振興課　都市農村交流係
TEL:075-451-9161(内2421)

中国四国農政局　農村計画部
農村振興課　都市農村交流係
TEL:086-224-4511(内2525)

九州農政局　農村計画部
農村振興課　都市農村交流係
TEL:096-353-3561(内4319)

【沖縄総合事務局】
農林水産部 経営課
地域振興係
TEL:098-866-0031(内83293)

東海農政局　農村計画部
農村振興課　課長補佐（農村計
画推進）
TEL:052-201-7271(内2514)

近畿農政局　農村計画部
農村振興課　農村整備計画係
TEL:075-451-9161(内2419)

中国四国農政局　農村計画部
農村振興課　農村整備計画係
TEL:086-224-4511(内2521)

九州農政局　農村計画部
農村振興課　就業改善係
TEL:096-353-3561(内4319)

【沖縄総合事務局】
農林水産部  土地改良課
TEL:098-866-0031(内83332)

東海農政局　整備部
地域整備課　農村総合整備係
TEL:052-201-7271(内2666)

近畿農政局　整備部
地域整備課　集落排水係
TEL:075-451-9161(内2554)

中国四国農政局　整備部
地域整備課　調整係
TEL:086-224-4511(内2675)

九州農政局　整備部
地域整備課　農村総合整備係
TEL:096-353-3561(内4675)

【沖縄総合事務局】
農林水産部  土地改良課
TEL:098-866-0031(内83348)

東海農政局　整備部
地域整備課　農村総合整備係
TEL:052-201-7271(内2666)

近畿農政局　整備部
地域整備課　集落排水係
TEL:075-451-9161(内2554)

中国四国農政局　整備部
地域整備課　調整係
TEL:086-224-4511(内2675)

九州農政局　整備部
地域整備課　農村総合整備係
TEL:096-353-3561(内4675)

【沖縄総合事務局】
農林水産部  土地改良課
TEL:098-866-0031(内83348)

東海農政局　整備部
地域整備課　農村総合整備係
TEL:052-201-7271(内2666)

近畿農政局　整備部
地域整備課　集落排水係
TEL:075-451-9161(内2554)

中国四国農政局　整備部
地域整備課　中山間整備第１係
TEL:086-224-4511(内2676)

九州農政局　整備部
地域整備課　農村総合整備係
TEL:096-353-3561(内4675)

【沖縄総合事務局】
農林水産部  土地改良課
TEL:098-866-0031(内83348)

東海農政局　整備部
地域整備課　集落排水係
TEL:052-201-7271(内2664)

近畿農政局　整備部
地域整備課　集落排水係
TEL:075-451-9161(内2554)

中国四国農政局　整備部
地域整備課　中山間整備第２係
TEL:086-224-4511(内2676)

九州農政局　整備部
地域整備課　調整係
TEL:096-353-3561(内4676)

【沖縄総合事務局】
農林水産部  土地改良課
TEL:098-866-0031(内83348)

東海農政局　整備部
水利整備課
TEL:052-201-7271(内2644)

近畿農政局　整備部
水利整備課
TEL:075-451-9161(内2546)

中国四国農政局　整備部
水利整備課
TEL:086-224-4511(内2647)

九州農政局　整備部
水利整備課
TEL:096-353-3561(内4646)

【沖縄総合事務局】
農林水産部 土地改良課
TEL:098-866-0031(内369)

東海農政局　整備部
地域整備課　調整係
TEL:052-201-7271(内2683)

近畿農政局　整備部
地域整備課　中山間整備係
TEL:075-451-9161(内2555)

中国四国農政局　整備部
地域整備課　調整係
TEL:086-224-4511(内2675)

九州農政局　整備部
地域整備課　中山間整備係
TEL:096-353-3561(内4676)

【沖縄総合事務局】
農林水産部 土地改良課
TEL:098-866-0031(内83348)

東海農政局　生産経営流通部
経営課　就農促進・改良資金係長
TEL:052-201-7271(内2442)

近畿農政局　生産経営流通部
経営課　就農促進・改良資金係長
TEL:075-451-9161(内2343)

中国四国農政局　生産経営流通部
経営課　就農促進・改良資金係長
TEL:086-224-4511(内2479)

九州農政局　生産経営流通部
経営課　就農促進・改良資金係長
TEL:096-353-3561(内4254)

【沖縄総合事務局】
農林水産部 経営課
TEL:098-866-0031(内361)

東海農政局　生産経営流通部
経営支援課　就農促進・改良資金係
長
TEL:052-201-7271(内2355)

近畿農政局　生産経営流通部
経営支援課　就農促進・改良資金係
長
TEL:075-451-9161(内2373)

中国四国農政局　生産経営流通部
経営支援課　就農促進・改良資金係
長
TEL:086-224-4511(内2476)

九州農政局　生産経営流通部
経営支援課　就農促進・改良資金係
長
TEL:096-353-3561(内4273)

【沖縄総合事務局】
農林水産部 経営課
TEL:098-866-0031(内361)

東海農政局　生産経営流通部
農産課　生産総合指導係
TEL:052-201-7271（内2416)

近畿農政局　生産経営流通部
農産課　生産総合指導係
TEL:075-451-9161（内2318)

中四国農政局　生産経営流通部
農産課　生産総合指導係
TEL:086-224-4511（内2416)

九州農政局　生産経営流通部
農産課　生産総合指導係
TEL:096-353-3561（内4213)

【沖縄総合事務局】
農林水産部　農畜産振興課
生産総合指導係
TEL:098-866-0031（内379)

東海農政局　生産経営流通部
農産課　生産総合指導係
TEL:052-201-7271（内2416)

近畿農政局　生産経営流通部
農産課　生産総合指導係
TEL:075-451-9161（内2318)

中四国農政局　生産経営流通部
農産課　生産総合指導係
TEL:086-224-4511（内2416)

九州農政局　生産経営流通部
農産課　生産総合指導係
TEL:096-353-3561（内4213)

【沖縄総合事務局】
農林水産部　農畜産振興課
生産総合指導係
TEL:098-866-0031（内379)

岐阜、愛知、三重
滋賀、京都、大阪、兵庫、
奈良、和歌山

鳥取、島根、岡山、広島、
山口、香川、徳島、高知、
愛媛

福岡、佐賀、長崎、熊本、
大分、宮崎、鹿児島

沖縄

   　　  　　　    ブ　　　ロ　　　ッ　　　ク
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事業符号 事　　　　業　　　　名 本　　　省

水－　１ 漁村再生交付金
水産庁　漁港漁場整備部
防災漁村課　漁村企画班
03-3502-8111（内6905）

水－　２ 漁港環境整備事業
水産庁　漁港漁場整備部
防災漁村課　漁村企画班
03-3502-8111（内6905）

水－　３ いきいき・海の子・浜づくり
水産庁　漁港漁場整備部
防災漁村課　海岸班
03-3502-8111（内6903）

水－　４ 漁業集落環境整備事業
水産庁　漁港漁場整備部
防災漁村課　漁村企画班
03-3502-8111（内6905）

水－　５ 漁村地域力向上事業
水産庁　漁港漁場整備部
防災漁村課　環境整備班
03-3502-8111（内6905）

事業符号 事　　　　業　　　　名 本　　　省

総－　１ 地域間交流施設整備事業
自治行政局　地域振興課
過疎対策室
03-5253-5111（内5536）

総-２-①
情報通信格差是正事業
（民放テレビ放送難視聴等解消施設整備事業）

情報通信政策局　地上放送課
03-5253-5111（内5793）

総-２-②
情報通信格差是正事業
（地域イントラネット基盤施設整備事業）

情報通信政策局　地域通信振
興課　地方情報化推進室
03-5253-5111（内5757）

総－　３ 地域情報通信基盤整備推進交付金
情報通信政策局　地域通信振
興課　地方情報化推進室
03-5253-5111（内5757）

総-４-①
無線システム普及支援事業
（携帯電話エリア整備支援事業）

総合通信基盤局　電波部
移動通信課
03-5253-5111（内5894）

総-４-②
無線システム普及支援事業
（地上デジタル放送への完全移行のための送受信環境整備
事業）

情報通信政策局　地上放送課
03-5253-5111（内5792）

総－　５ 電気通信基盤充実臨時措置法に基づく利子助成
総合通信基盤局　電気通信事
業部　高度通信網振興課
03-5253-5111（内5866）

総－　６ 地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業
情報通信政策局　地域通信振
興課
03-5253-5111（内5756）

総-７- ①
過疎地域集落等整備事業費補助金
のうち過疎地域集落再編整備事業

自治行政局　地域振興課
過疎対策室
03-5253-5111（内5536）

総-７- ②
過疎地域集落等整備事業費補助金
のうち過疎地域等自立活性化推進事業

自治行政局　地域振興課
過疎対策室
03-5253-5111（内5536）

事業符号 事　　　　業　　　　名 本　　　省

文－　１ 豊かな体験活動推進事業
初等中等教育局　児童生徒課
03-6734-3298

文－　２
青少年体験活動総合プラン（「省庁連携体験活動ネット
ワーク推進プロジェクト」と「青少年の意欲向上・自立支
援事業」を統合）

スポーツ・青少年局
青少年課　事業係
03-6734-2056

文－　３ ふるさと文化再興事業
文化庁　文化財部
伝統文化課
03-5253-4111（内2871）

文－　４ 伝統文化こども教室事業
文化庁　文化財部
伝統文化課
03-5253-4111（内2871）

文－　５ 重要文化的景観保護推進事業
文化庁　文化財部
記念物課　企画調整係
03-6734-2876
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事業符号 事　　　　業　　　　名 本　　　省

厚－　１ 長期休暇の普及促進
労働基準局　勤労者生活部
企画課
03-3502-1599

厚－　２ ワークシェアリングの推進
政策統括官付労働政策担当参
事官室　03-3502-6726

厚－　３ リウマチ・アレルギー対策
健康局　疾病対策課
03-3595-2249

厚－　４ 農林業等就職促進支援事業
職業安定局　雇用開発課
農山村雇用対策室
03-3502-6776

厚－　５ 地域雇用創造推進事業
職業安定局　地域雇用対策室
03-3593-2580

厚－　６ 地域雇用開発助成金等
職業安定局　地域雇用対策室
03-3593-2580

厚－　７ 地方就職等支援事業
職業安定局　地域雇用対策室
03-3593-2580

厚－　８ 林業雇用改善推進事業
職業安定局　雇用開発課
農山村雇用対策室
03-3502-6776

厚－　９ 林業就業支援事業
職業安定局　雇用開発課
農山村雇用対策室
03-3502-6776

事業符号 事　　　　業　　　　名 本　　　省

経－　１ 電力生産地・消費地交流事業

資源エネルギー庁　電気・ガ
ス事業部　原子力発電立地対
策・広報室
03-3501-2830

経－　２ 中小商業活力向上事業
中小企業庁　商業課
03-3501-1929

経－　３ 伝統的工芸ふるさと体験・交流事業
製造産業局
伝統的工芸品産業室
03-3501-3544

経－　４ 児童・生徒に対する伝統的工芸品教育事業
製造産業局
伝統的工芸品産業室
03-3501-3544

経－　５ 小規模事業者新事業全国展開支援事業
中小企業庁　経営支援課
創業連携推進課
03-3501-20361767

経－　６ 地域資源活用売れる商品づくり支援事業
中小企業庁　経営支援課
03-3501-1763

経－　７
地域新事業創出発展基盤促進事業
（コミュニティビジネス）

経済産業政策局地域経済産業
グループ立地環境整備課
03-3501-0645

経－　８ 広域・総合観光集客サービス支援事業
商務情報政策局
サービス産業課
03-3501-1790

経－　９ 地域産品ＩＴ販路開拓支援事業
商務情報政策局　情報政策課
03-3501-2964

経－１０ ＩＴ経営応援隊事業
商務情報政策局
情報処理振興課
03-3501-2646

経－１１ 地域企業立地促進等補助事業
経済産業政策局地域経済産業
グループ立地環境整備課
03-3501-0645

- 135 -



事業符号 事　　　　業　　　　名 本　　　省

国－　１ 集落活性化携推進事業
都市・地域整備局
地方整備課
03-5253-8404

国－　２ 離島地域人材育成等支援事業
都市・地域整備局
離島振興課
03-5253-8421

国－　３ 「離島の総合交流推進」支援事業
都市・地域整備局
離島振興課
03-5253-8421

国－　４ 離島におけるＵＪＩターン支援モデル調査
都市・地域整備局
離島振興課
03-5253-8421

国－　５ 離島と都市の共生・対流に関する調査
都市・地域整備局
離島振興課
03-5253-8421

国－　６ UJIターン支援プロジェクト
都市・地域整備局
地方整備課
03-5253-8404

国－　７ 地域振興アドバイザーの派遣
都市・地域整備局
地方整備課
03-5253-8404

国－　８ 地域防災ネットワーク等の推進
総合政策局　事業総括調整官
室
03-5253-8271

国－　９ 二地域居住等の推進
国土計画局
総合計画課
03-5253-8356

国－１０
水辺の交流拠点整備
　～リバーツーリズムの推進、体験活動の推進～

河川局　河川環境課、治水課
03-5253-8448
03-5253-8450

北海道開発局建設部
河川計画課
011-709-2311(内5131)

東北地方整備局河川部
河川環境課
022-225-2271(内3676)

関東地方整備局河川部
河川環境課
048-601-3151(内3671)

北陸地方整備局河川部
河川計画課
025-280-8880(内3676)

国－１１ 水源地域ビジョンの策定・推進
河川局　河川環境課流水管理
室
03-5253-8449

北海道開発局建設部
河川管理課
011-709-2311(内5136)

東北地方整備局河川部
河川管理課
022-225-2171(内3771)

関東地方整備局河川部
河川管理課
048-601-3151(内3771)

北陸地方整備局河川部
河川計画課
025-280-8880(内3676)

国－１２
歴史的価値を有する砂防設備の保存・利活用による地域活
性化の促進

河川局　砂防部保全課
03-5253-8470

北海道開発局建設部
河川計画課
011-709-2110

東北地方整備局河川部
河川計画課
022-261-7463

関東地方整備局河川部
河川計画課
048-600-1335(内3617)

北陸地方整備局河川部
河川計画課
025-280-8880

国－１３
海浜・干潟等の保全・再生・創出
（海域環境創造・自然再生事業）

港湾局　国際・環境課
03-5253-8685

国－１４ 港湾における親水・交流拠点の整備
港湾局　国際・環境課
03-5253-8685

国－１５ ボートパーク整備の推進
港湾局　国際・環境課
03-5253-8685

国－１６ 「道の駅」の整備
道路局　国道・防災課
03－5253－8492

北海道開発局建設部
道路計画課
011-709-2311

東北地方整備局道路部
交通対策課
022-225-2171

関東地方整備局道路部
道路計画第一課
048-601-3151

北陸地方整備局道路部
交通対策課
025-280-8880

国－１７ 交流ふれあいトンネル・橋梁整備事業
道路局　地方道・環境課
03－5253－8495

北海道開発局建設部
地方整備課
011-709-2311

東北地方整備局道路部
地域道路課
022-225-2171

関東地方整備局道路部
地域道路課
048-601-3151

北陸地方整備局道路部
地域道路課
025-280-8880

国－１８ 地域優良賃貸住宅
住宅局　住宅総合整備課
03－5253－8506

国－１９ 優良田園住宅制度
住宅局　住宅総合整備課　住
環境整備室
03－5253－8111（内39-356）

国－２０ フォレストタウンの整備
住宅局　住宅生産課　木造住
宅振興室　03－5253－8512

国－２１ 超長期住宅推進環境整備事業

住宅局　住宅総合整備課　住
環境整備室
03－5253－8111（内39-356）
住宅局　市街地建築課　市街
地住宅整備室
03-5253-1111(内線39-677)

国－２２ 地域再生を担う人づくり支援
都市・地域整備局　企画課
03-5253-8398

国－２３ 地域における人材の受け入れ体制の整備支援モデル調査
都市・地域整備局　企画課
03-5253-8398

国－２４ 観光ルネサンス事業

総合政策局
事業総括調整官室
03-5253-8271
観光地域振興課
03-5253-8328

国－２５ 観光圏整備事業
総合政策局
観光地域振興課
03-5253-8328

国－２６ 地方の生活交通の確保
自動車交通局旅客課
生活交通対策室
03-5253-8111（内41252）

北海道運輸局自動車交通部
旅客第一課
011-290-2741

東北運輸局自動車交通部
旅客第一課
022-791-7529

関東運輸局自動車交通部
旅客第一課
045-211-7245

北陸信越運輸局自動車交通部
旅客第一課
025-244-7579

国－２７ 離島における生活航路の維持・改善
海事局　内航課
03-5253-8111（内43443）

各地方ブロック担当都道府県 北海道
青森、岩手、宮城、秋田、
山形、福島

長野、群馬、栃木、山梨、
埼玉、茨城、神奈川、東京、
千葉

新潟、富山、石川

                       地　　　方 　　                 　　　　　
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中部地方整備局河川部
河川環境課
052-953-8119(内3676)

近畿地方整備局河川部
河川環境課
06-6942-1141(内3673)

中国地方整備局河川部
河川計画課
082-221-9231(内3676)

四国地方整備局河川部
河川計画課
087-851-8061(内3676)

九州地方整備局河川部
河川環境課
092-471-6331(内3666)

沖縄総合事務局開発建設部
河川課
098-866-0031(内3631)

中部地方整備局河川部
河川管理課
052-953-8146(内3771)

近畿地方整備局河川部
河川管理課
06-6942-1141(内3771)

中国地方整備局河川部
河川管理課
082-221-9231(内3771)

四国地方整備局河川部
河川管理課
087-851-8061(内3771)

九州地方整備局河川部
河川管理課
092-471-6331(内3771)

沖縄総合事務局開発建設部
河川課
098-866-0031(内3821)

中部地方整備局河川部
河川計画課
052-953-8148

近畿地方整備局河川部
河川計画課
06-6945-6355(内3617)

中国地方整備局河川部
河川計画課
082-221-9231

四国地方整備局河川部
河川計画課
087-851-9888

九州地方整備局河川部
河川計画課
092-471-6333

沖縄総合事務局開発建設部
河川課
092-471-6333

中部地方整備局道路部
交通対策課
052-953-8119

近畿地方整備局道路部
交通対策課
06-6942-1141

中国地方整備局道路部
交通対策課
082-221-9231

四国地方整備局道路部
道路管理課
087-851-8061

九州地方整備局道路部
交通対策課
092-471-6331

沖縄総合事務局開発建設部
道路管理課
098-866-0071

中部地方整備局道路部
地域道路課
052-953-8119

近畿地方整備局道路部
地域道路課
06-6942-1141

中国地方整備局道路部
地域道路課
082-221-9231

四国地方整備局道路部
地域道路課
087-851-8061

九州地方整備局道路部
地域道路課
092-471-6331

沖縄総合事務局開発建設部
道路建設課
098-866-0071

中部運輸局自動車交通部
旅客第一課
052-952-8035

近畿運輸局自動車交通部
旅客第一課
06-6949-6445

中国運輸局自動車交通部
旅客第一課
082-228-3436

四国運輸局自動車交通部
旅客第一課
087-835-6364

九州運輸局自動車交通部
旅客第一課
092-472-2521

沖縄総合事務局運輸部
陸上交通課
098-866-0031

長野、岐阜、静岡、愛知、
三重

福井、滋賀、京都、大阪、
奈良、和歌山、兵庫

鳥取、島根、岡山、広島、
山口

香川、徳島、高知、愛媛
福岡、佐賀、長崎、熊本、
大分、宮崎、鹿児島

沖縄

  ブ　　　ロ　　　ッ　　　ク
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事業符号 事　　　　業　　　　名 本　　　省                        地　　　方 　　                         ブ

環－　１ 自然ふれあい体験学習等推進事業
自然環境局　総務課
自然ふれあい推進室
03-5521-8271

環－　２ 自然公園等事業

自然環境局
自然環境整備担当参事官室
事業計画専門官・施設第一係
TEL：03-5521-8281

北海道地方環境事務所
国立公園・保全整備課
011-251-8703
釧路自然環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL:0154-32-7500

東北地方環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL:022-722-2874

関東地方環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL:048-600-0816

中部地方環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL：052-955-2135
長野自然環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL:026-231-6572

環－　３ 自然公園等利用ふれあい推進事業経費
自然環境局　総務課
自然ふれあい推進室
03-5521-8271

環－　４ 山岳環境等浄化・安全対策緊急事業費補助
自然環境局
国立公園課　公園事業専門官
TEL:03-3581-3351(内6439)

　

環－　５ エコツーリズム総合推進事業費
自然環境局　総務課
自然ふれあい推進室
03-5521-8271

環－　６ 「五感で学ぼう！」子ども自然体験プロジェクト
自然環境局　総務課
自然ふれあい推進室
03-5521-8271

環－　７
国立公園等民間活用特定自然環境保全活動
（グリーンワーカー）事業

自然環境局
国立公園課公園事業専門官
TEL:03-3581-3351(内6439)

北海道地方環境事務所
国立公園・保全整備課
011-251-8703
釧路自然環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL:0154-32-7500

東北地方環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL:022-722-2874

関東地方環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL:048-600-0816

中部地方環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL：052-955-2135
長野自然環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL:026-231-6572

環－　８ 自然再生事業関係費（自然公園等事業費の一部）
自然環境局　自然環境計画課
03-5521-8343

環－　９ SATOYAMAイニシアティブ推進事業費
自然環境局　自然環境計画課
03-5521-8274

環－１０ 自然再生活動推進費
自然環境局　自然環境計画課
03-5521-8343

環－１１ 浄化槽設置整備事業
廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課　浄化槽推進室
03-5501-3155

環－１２ 浄化槽市町村整備推進事業
廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課　浄化槽推進室
03-5501-3155

各地方ブロック担当都道府県 北海道
青森、岩手、宮城、秋田、
山形、福島

茨城、栃木、群馬、埼玉、
千葉、東京、神奈川、新潟、
山梨、静岡

富山、石川、福井、長野、岐
阜、愛知、三重
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近畿地方環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL:06-4792-0705

中国四国地方環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL:086-223-1556
高松事務所
国立公園・保全整備課
TEL:087-811-7240

九州地方環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL：096-214-0336
那覇自然環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL:098-858-5824

近畿地方環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL:06-4792-0705

中国四国地方環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL:086-223-1556
高松事務所
国立公園・保全整備課
TEL:087-811-7240

九州地方環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL：096-214-0336
那覇自然環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL:098-858-5824

滋賀、京都、大阪、兵庫、奈
良、和歌山

鳥取、島根、岡山、広島、山
口、徳島、香川、愛媛、高知

福岡、佐賀、長崎、熊本、大
分、宮崎、鹿児島、沖縄
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都市と農山漁村の共生・対流関連施策集

【平成２０年度版】

２００８年６月

都市と農山漁村共生・対流関係省連絡協議会

※上記協議会は、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省及び農林水産省の計７省により構成

※本冊子にかかる問い合わせは、農林水産省農村振興局企画部農村政策課都市農業・地域交流室（ ）までTEL 03-3502-0030
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